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開会 午前１０時００分

◎開会の宣告

○議 長

おはようございます。

本日の出席人員は９人全員でございます。

定足数に達しております。

ただいまから、令和元年第２回浦臼町議会定例会を開会いたします。

◎開議の宣告

○議 長

直ちに、本日の会議を開きます。

本日の議事日程は、お手元に配付してあります日程表に基づき、順を追っ

て進めてまいりますのでよろしくお願いいたします。

◎日程第１ 会議録署名議員の指名

○議 長

日程第１、会議録署名議員の指名を、会議規則第１１８条の規定により、

議長において、３番柴田議員、４番東藤議員を指名いたします。

◎日程第２ 会期の決定

○議 長

日程第２、会期の決定を議題といたします。

お諮りします。

本定例会の会期は、本日から６月２１日までの４日間にしたいと思います。

ご異議ございませんか。

［「異議なし」と言う人あり］

○議 長

異議なしと認めます。

したがって、会期は本日から６月２１日までの４日間と決定いたしました。

◎日程第３ 諸般報告

○議 長

日程第３、諸般の報告をいたします。

初めに、平成３１年第１回定例会以降きょうまでの議長政務報告をお手元

に配付してありますので、お目通し願い、主なもののみ報告いたします。

６月１日から３日まで、東京浦臼会に参加しております。恵比寿ガーデン

プレイスビヤステーションにおいて、第２７回東京浦臼会が行われ、六十数

名の参加者と交流を行ってまいりました。

６月１１日、北海道町村議会議長会第７０回定期総会が札幌ポールスター

で開催されました。初めに自治功労者の表彰が行われ、１４項目の決議と持
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続的な鉄道網の確立を求める特別決議を採択しました。新会長に胆振管内厚

真町議会議長の渡部孝樹氏を選出し、閉会としました。

以上で、議長政務報告を終わります。

次に、監査委員より、平成３１年３月分から令和元年５月分に関する例月

出納検査の報告がありましたので、写しをお手元に配付しておきますので、

報告済みといたします。

以上で、諸般の報告を終わります。

◎日程第４ 行政報告

○議 長

日程第４、行政報告を行います。

初めに、町長から行政報告の申し出がありました。これを許します。

斉藤町長。

○町長（斉藤純雄君）

皆さん、おはようございます。

令和元年第２回定例会の開会に当たり、一言ごあいさつと行政報告を申し

上げます。

さて、本日をもって招集いたしました第２回定例会では、報告２件、承認

１件、議案９件、諮問１件を上程いたしております。各議案提出の際には詳

細にご説明いたしますので、十分にご審議いただき、町政発展のため議員各

位のご賛同を賜りますよう、お願いを申し上げます。

この際、第１回定例会以降の行政報告について、お手元の資料をごらんい

ただき、私からは１点、口頭にて報告をいたします。

４月１９日、２２日、２５日の３日間、町に関係する団体、事業所など６

事業所と高齢者見守りネットワーク協定を結んでおります。全国各地でのひ

とり暮らしの高齢者の事件、事故等が多発する中、民間企業の情報によりこ

れらを未然に防ぎ、安心・安全の生活を維持することを目的として関係事業

者のご協力を得て、協定を締結いたしたところであります。

以上でございます。

○議 長

次に、教育長から教育行政報告の申し出がありました。これを許します。

浅岡教育長。

○教育長（浅岡哲男君）

おはようございます。

議長の発言のお許しがありましたので、第１回定例会以降の教育行政報告

を申し上げます。

なお、事前に報告書をお配りしておりますので、主要なものについてご報

告をさせていただきます。

５月７日、学校薬剤師の小倉氏の辞職に伴い、新たな学校薬剤師として株

式会社メディックほのぼの薬局の直江正通氏へ委嘱しております。
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５月３０日、北海道Ｂ＆Ｇ地域海洋センター連絡協議会総会の後、Ｂ＆Ｇ

財団表彰がありまして、全国施設別事業者比率数ベスト５表彰があり、体育

館の部で全国第５位の表彰を受けてまいりました。

ちなみに、全国３０６施設の中での第１位は北海道積丹町で、人口比率７．

７９であり、本町は５．６４でありました。

６月１５日には、北門信用金庫まちづくり基金助成事業と浦臼町開町１２

０周年記念事業により、浦臼町で狂言を！実行委員会による大蔵流山本東次

郎氏一門による狂言公演が農村センターで開催され、柿山伏と二人袴の２曲

を演じ、人間国宝山本東次郎氏による狂言の心のお話と舞を町内外から大勢

の参観をいただき、記念公演を終えております。

記載はございませんが、現在Ｂ＆Ｇセンターインストラクター養成研修に

６月２日から７月４日までの日程で、社会教育係の加藤主事を派遣しており

ます。

以上、教育行政報告とさせていただきます。

○議 長

これで、行政報告は終わりました。

◎日程第５ 一般質問

○議 長

日程第５、これより一般質問を行います。

順次発言を許します。

発言順位１番、東藤晃義議員。

東藤議員。

○４番（東藤晃義君）

それでは、議長のお許しが出ましたので、質問をさせていただきます。

自然休養村の今後についてを質問させていただきます。

休養村センターというのですか、浦臼温泉、昭和５１年に完成して、５２

年から営業をしておりますが、かなりの月日がたちまして、四十一、二年た

ったと思いますけれども、今後の改善はどのように考えているか、また町に

とって宿泊施設がなくなるとマイナスになると思われます。

また、今後グランドデザインで取り組むことだ思いますが、新築すると莫

大な費用がかかることを考えると、部分改築にするのがいいのかなと思いま

す。

また、町の考えを聞かせていただきたいと思います。

平成に入りまして、いろいろと改築なされてはおりますけれども、泊まる

人もぼちぼちとふえてはおりますけれども、今後の町の考えを聞かせていた

だきたいと思います。

○議 長

答弁お願いします。

横井課長。
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○産業振興課長（横井正樹君）

東藤議員のご質問にお答えいたします。

自然休養村センターは、昭和５１年１２月２０日に完成し、昭和５２年４

月より開業しております。完成後４２年が経過しております。

その後、平成３年２月より浦臼温泉保養センターが開業し、現在に至って

おります。

その間、平成２１年に浴室・脱衣場等、平成２３年に客室の内装などを大

規模な改修を行ってきております。

現在、本町の宿泊施設は休養村センターのみとなっており、指定管理者と

協力しながら維持管理を行っておりますが、施設の老朽化等による修繕費が

年々増加しております。

そのような状況を踏まえ、平成２９年度から産業観光推進グランドデザイ

ン検討委員会及び推進協議会において、道の駅、鶴沼公園を含めた観光施設

の一体的な見直しを進めるために協議しているところであり、その協議内容

をもとに将来に向けた具体的な整備計画を策定し、進めてまいります。

以上でございます。

○議 長

再質問はありますか。

東藤議員。

○４番（東藤晃義君）

一般的な見直しを進めているということをお聞きしました。

温泉の中、私らは余り泊まることはないんですけれども、以前よりはかな

りよくなって、トイレもよくなったとは聞いております。

ただ、前にも言われたんですけれども、厨房ですね、私らが入るところで

はないんですけれど、衛生面の問題もあるし、まず建てかえるといったら大

変なことになるので、厨房でも直すというのか、改築するとでもいうのか、

その辺からでも手をかけていかないと、グランドデザインもわかるんですけ

れども、やっていかないことには前へ進まない、やります、考えがあります

だけでは済まないと思うので、ぜひとも１年でも２年でもいいですから、早

目に前の方へ進んでいく気持ちはありませんか。聞きます。

○議 長

斉藤町長。

○町長（斉藤純雄君）

かなりの老朽化をしているということは、皆さんご承知ということであり

ます。

なかなか耐震強度の概念もないときの施設でありますので、急場はしのぐ

ためにある程度の一部改修をするという方法はあろうかと思いますけれど

も、私の中では新たに建設をする方向で考えております。

ただ、実際に工事を始めるまでは、まだ数年かかると思っておりますので、

今議員言われたような必要最小限の改修というのはやっていかなくてはいけ
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ないと思っております。

以上でございます。

○議 長

再々質問ありますか。

東藤議員。

○４番（東藤晃義君）

今、新築する予定だとお聞きしました。

あそこの場所に建てるのかどうか、それはわかりませんけれども、ぜひと

もみんなが来れて、浦臼鶴沼公園、以前は北海道百景の一つに入っていたみ

たいなんですけれども、ぜひとも公園の有名さ、途切れないように、ＪＲも

なくなって寂しくはなるんですけれども、新築でも改築でもいいですけれど

も、ぜひ前へ進んでいってほしいなと思います。

終わります。

○議 長

発言順位２番、野崎敬恭議員。

野崎議員。

○２番（野崎敬恭君）

小松新議長より発言のお許しをいただきましたので、２点ほど町長にお伺

いいたします。

第１問目として、浦臼診療所の終了時間の周知についてでございます。

住民からの問い合わせで、浦臼診療所において、診療所と住民患者の診療

時間の認識のずれについてでございます。

患者さんは、１５時３０分までの受け付けの認識の人がいるが、診療所に

行くと、実際は１５時で受け付け終了の変更があるようです。

このような件について、変更においては防災無線等で周知できないかお伺

いしたい。第１点目です。

引き続き、第２点目に入ります。

それと、タクシー営業時間の短縮についてでございます。

地域公共交通の問題については、各地方自治体地域公共交通の利便性が叫

ばれておる中において、また国においても最近動き始めたようであります。

浦臼町のタクシーにおいては、営業時間の短縮などで、住民の利用環境は

悪化しております。

町も住民に対し、タクシー券の配布などで安定経営に寄与していると思い

ます。

さらに、行政はどのような対応と交渉で地域公共交通の利便性を考えてい

るのかお伺いしたいと思います。

よろしくお願いいたします。

○議 長

野崎議員の質問に対し、答弁をお願いします。

大平課長。



－ 8 －

○くらし応援課長（大平雅仁君）

野崎議員の一つ目のご質問についてお答えいたします。

現在、浦臼町立診療所に係る防災無線の利用は、年末年始やゴールデンウ

イーク等の長期間休診の際において、町民の方に放送でお知らせしておりま

すが、その他時間変更等については、診療所を運営している医師より、当方

で患者さんたちに周知するので、町から放送等での周知はしなくてもよいと

のお話が来ている状況でございます。

しかしながら、議員ご指摘された町民の方の認識のずれについては、しっ

かりとした周知が必要と思いますので、診療所に周知徹底のお願いをいたし

ます。

また、今後このようなことがないよう、周知方法についても相談したいと

考えているところでございます。

以上です。

○議 長

２点目の答弁をお願いします。

石原課長。

○総務課長（石原正伸君）

２点目のご質問にお答えいたします。

議員がご指摘のとおり、本年５月より一般タクシーの土日祝日及び平日９

時以降の運行が廃止となり、不便になったと感じる住民の方もおられると思

いますが、運行事業者から上記時間帯の利用実績では運行を維持することが

困難であるとの相談を受け、タクシー事業全体の存続に影響を及ぼす懸念が

あることから、現在の運行体系にせざるを得ない状況となってございます。

これまで事業支援としてタクシー等の利用助成事業や免許返納者へのタク

シー券の交付、乗り合いタクシーの運行などを行ってまいりました。

来年４月以降はＪＲ札沼線の廃線に伴い、代替交通として浦臼奈井江間の

土日祝日の運行を検討しており、住民の利便性は確保できると考えてござい

ます。

以上でございます。

○議 長

１点目の再質問ございますか。

○２番（野崎敬恭君）

周知のとおり我が町の地域公共交通が非常に脆弱な中での受診でありまし

て、当然診療所も周知はしているのは了解しているところでございます。

それでもから戻りの高齢者がいる指定管理者程度ではありますけれど、浦

臼町立診療所でもあることから、町にも住民に対しては周知の責任を負うべ

きと思っております。

防災無線等あらゆる手段をもって周知していただきたい、そのように思っ

ておりますけれど、診療所の方から町の方等での周知はしなくてもよいとい

うお話が来ている状況ですという答弁でありましたけれど、この件はちょっ
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とやっぱりもうちょっと町が最初に決めたことでございますので、強く出て

もらわないと、このままでいったら本当に不便な町になって、高齢者にとっ

たらたまらないのではないかなと思っています。

あそこに来て、時間になったら、かしゃっと閉められる、ああ、来たね、

来たねと時間、ちょっとぎりぎりで入って、あけてくれるならいいんですよ。

がちゃっと閉められてしまうんです。

そのときには、話によりますと、ドクターももう出かけてしまっていない

という状況でございます。

そこら辺はやっぱり担当課としてもしっかりと住民の声を広い上げ、そし

て住民の健康の安全も含め、対応していただきたい。

さらに、約束事はやっぱり契約事はやっぱり守ってもらうということが第

１番でございますので、前向きな答弁は出ておりましたけれど、最後答弁い

ただいてよろしいでしょうか。お願いいたします。

○議 長

斉藤町長。

○町長（斉藤純雄君）

議員のおっしゃるとおりだと認識をしておりますけれども、近ごろ病院と

いうか医者の対応についての住民の声が以前より少し多くなってきているな

というのは、私も感じているところであります。

ただ、先生と当然必要なことは協議をして、住民に迷惑のかからないよう

にするのが私たちの努めでありますので、先生ともうまくやっていきたいと

いう思いもありますので、そういったことを含めながら、先生ともこれから

そういう面について協議をしていきたいと思っています。

以上です。

○議 長

野崎議員。

○２番（野崎敬恭君）

答弁の中では、全体的には前向きな答弁ではございますけれど、町長のち

ょっと押しが弱いかな、そう感じている次第でございます。

まず、第１には、大事なドクターではありますが、もっと大事なのは住民

でございまして、住民の利便性やら安全が第一でございます。

そこら辺を肝に置いて、よろしくお願いしたい、そのように思います。

第１問目は以上です。

○議 長

斉藤町長。

○町長（斉藤純雄君）

そういう思いでこれからやると言ったつもりでありますけれども、医者が

たくさんいる場合は、ちょっと強気でお話できるんですけれども、やはり今

の時代、医者を探すこと自体が非常に難しいという部分もありまして、その

分を加味はしているつもりでありますけれども、住民の生活というか健康第
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一でありますので、もう一度お医者さんと協議をしてまいりたいと思います。

以上です。

○議 長

次に、２番目の質問の再質問はございますか。

野崎議員。

○２番（野崎敬恭君）

２問目のタクシーの営業時間の短縮についての再質問でございますが、地

域の公共交通を担うべき美自校さんに事業主として営業していただいている

わけでございます。

最近になり平日の営業時間の短縮、土日の営業停止など、我が町の公共交

通の利用環境は物すごく悪化しております。

さらに、他の委託事業も含めて、この先が心配されるわけでございます。

この件については町も検討しておかなければならないのではないでしょう

か。考えをお聞かせいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

○議 長

斉藤町長。

○町長（斉藤純雄君）

町内にとって、タクシー会社の存続といいますか、あるということは非常

に大事なことであるというのは理解をしているわけですけれども、結局民間

企業ですから、年間の赤字に耐えられないぐらいの赤字が出るということで

あれば、こういった便数を減らすとかですね、曜日を減らす、そういった対

応策に出ざるを得ない。

町としても、その赤字分をすべて補てんをするということには、やはり限

界がありますので、今回はこういう相談が来たときに非常に苦渋でしたけれ

ども、それで町内に民間のタクシー会社が残ってくれるということであれば、

いたし方がないということで返事をしたところであります。

今の答弁の中にもありますように、来年４月、ＪＲの廃線とともに土日祝

日の浦臼奈井江間は、バスかタクシーかジャンボタクシーになるのか、ちょ

っと今検討中でありますけれども、何らかの形で足は確保していきますので、

そうなることで今よりは少し住民の足を確保できるかなと思っておりますの

で、来年の４月まで少しご辛抱してほしいなという思いであります。

以上です。

○議 長

再々質問ございますか。

野崎議員。

○２番（野崎敬恭君）

これだけ人口減少が進みまして、事業者として緩くない、やりづらい、赤

字だというのは理解できます。

ですが、やっぱり生命線なんですよ。日曜日だって救急外来に行く人結構

おるんですね。砂川市まで。
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やっぱりそのときにタクシーもない、隣近所、何回も言っているように親

類縁者もだんだん少なくなっている、だれに頼んだらいいんだ。

かといって、救急車にお願いするほどでもないという状況になってきます

と、やっぱり大変な問題であろうと思っております。

例えば、土日は４月までの間の期間として、今、美自校さんに預けてある

あのバスを町で臨時でドライバーを雇い、そして走らせるというのも一つの

手ではないでしょうかね。

こういうちょっとすき間をあけてしまうと、このすき間が果たして来年の

４月なったら埋まるのでしょうか。

確かに、ＪＲからそれなりのまちづくり資金なるものが来るとは思うんだ

けれど、だけどそれまでの間我慢してくれよという話ではない、そのように

思っております。

せめて、町営バスがあるので、土日は町営バスの看板をおろせばいいんで

すよ。看板をおろして、町民バスにすればいいんですよ。

そして、アルバイトか嘱託で運用していただいて、それから４月になって

からまた新たに交渉などできないでしょうか。

ぜひ、そこら辺お聞きしたいな、答弁お願いします。

○議 長

斉藤町長。

○町長（斉藤純雄君）

いろいろと住みづらさが出てきているわけでありますけれども、それをす

べて解決するとなると、やっぱり最終的に行政がすべて費用をかけてやると

いうことになってきますので、それにはやはり限界がある。

住民の中でもそういう急患の方が難しいという事例もあるかと思いますけ

れども、企業にとってみると、それは１日職員が来て、人件費を払ってとい

う中では、本当にその費用も全然出ないという話なものですから、町として

もこれ以上企業さんにご迷惑をかけるということにはならないし、それを頼

むのであれば、町として年間の赤字補てん分の支援をしていくという考えを

持たなくてはいけないと思っております。

来年の４月からは土日も祝日も走る予定でいますので、何とかこの間我慢

をしていただければいいかなと思います。

以上です。

○議 長

それでは、次の発言順位３番、折坂美鈴議員。

折坂議員。

○５番（折坂美鈴君）

令和元年第２回定例会におきまして、町長に２点の質問をいたします。

１点目であります。浦臼町の今後の農業のあり方について。

環太平洋連携協定（ＴＰＰ）、日本とＥＵの経済連携協定（ＥＰＡ）の２

大協定の相次ぐ発効に伴い、畜産物や乳製品などの輸入が急増しております。
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４月の牛肉輸入量は前年同月比８％増の６万７，０００トン、豚肉は前年

同月比２３％増の９万８，０００トンで、単月ではともに過去１０年で最多、

ブドウは３から１０月の季節関税がなくなったということで、チリ産だけで

７２％増の４，０６７トン、前月に続き過去最高となったそうであります。

我々は危機感を持って対策を急がなければならないと考えますが、政府は

旧態依然とした規模拡大や機械化などの効率化対策しか打っておりません。

町長には、本町の農業、農村の衰退を食いとめるため、所得補償などの根

本的な対策を強く国に要望願いたいと思います。

国の方針に沿って、浦臼町もスマート農業の推進を掲げていますが、中山

間の傾斜地が多い本町では、農地を集積しても生産性の向上には限界がある

し、何より大規模化ばかりを追い求めては、地域から人がいなくなるという

厳しい現実もあります。

私は、安価な輸入品に対抗するには浦臼町にもう一つの道、高くても由来

の明確な国産品を求める客層に向き合って、高付加価値化した農産物を生産

し、ＰＲすることに生き残りの可能性を模索していただきたいと思っていま

す。

また、地域の活性化のためには、農村に多様な生産者、新規就農者を受け

入れる施策が急務だと考えます。

町長の任期も残すところ１年となりました。

基幹産業である農業を今後どのように支援していくのか、考え方を町民の

前に明らかにされる締めくくりの１年としてはいかがでしょうか。

町長の考えを伺います。

２点目であります。観光対策の強化について。

浦臼町では、昨今ＪＲの廃線決定や浦臼神社のエゾエンゴサクやエゾリス

の見物に交流人口が増加しています。この機会を地域の活性化に利用しない

手はないと考えます。

域内経済の発展のためには、観光客に少しでも長く本町に滞在していただ

かなくてはなりません。

町としても、今こそ観光産業の推進、観光対策の強化を図り、交流人口の

増加を移住、定住につなげていく努力をするべきではないでしょうか。

そのための一つの方法として、以前にも提案しておりますが、観光協会の

法人化を検討していただきたいと思います。

法人化のメリットや役割として、１、経営の視点に立った地域経済の活性

化、雇用創出を図ることができるのではないでしょうか。

２、関連産業や行政と連携して、特産品の開発や農産品のブランド化の推

進ができます。

３、旅行企画やツアー造成による誘客促進ができるのではないでしょうか。

４、専門の職員が観光客の入り込み数を調査し、目標値を設定するなど長

期の観光振興計画を立てることができるのではないでしょうか。

５、新たな観光資源の開発、育成。



－ 13 －

６、観光案内や町のＰＲ事業。

７、地域おこし協力隊の活動拠点ともなり得ると思います。

８、道の駅の運営などが考えられます。

観光対策について、町の考えを伺います。

○議 長

答弁をお願いします。

横井課長。

○産業振興課長（横井正樹君）

折坂議員の１点目、浦臼町の今後の農業のあり方に関するご質問にお答え

いたします。

ＴＰＰやＥＰＡの発効など、自由貿易圏域の拡大により日本の農業が大打

撃を受けていることは、議員ご指摘のとおりであります。

７月の国政選挙後には、米国との２国間自由貿易協定に一定の方向性が示

されることとされており、より大きな影響が生じることを懸念しているとこ

ろであります。

これらの影響が一番あらわれるのが北海道農業であることを踏まえ、町と

してもこの影響が最小限となるよう関係機関と連携しながら、万全の体制を

期するよう国に要請してまいります。

本町では、農家戸数の減少や農業従事者の高齢化、労働力不足など他の地

域と同じ課題があり、その対応に苦慮しているのが現状であります。

国や道の新規就農者支援を積極的に推進しながら、町独自の若手農業者チ

ャレンジ応援事業やスマート農業時代に対応した圃場拡大・整備・水田セン

サー利用支援等を充実し、少しでも若い農業者が将来へも希望を持てるよう

に進めてまいります。

引き続き、２点目の観光対策の強化についてのご質問にお答えいたします。

近年、インバウンドの急激な増加によって、北海道においても平成２９年

度には２７９万人が訪れており、多くの海外の方を道内でも見かけるように

なりました。

本町にも道の駅などに多くの方に来ていただいている状況であり、議員と

認識を同じくしているところであります。

観光対策強化としての観光協会の法人化については、議員ご指摘のメリッ

トも多く、お客様のニーズに対しスピーディーな対応が可能となり、タイム

リーな事業展開が可能になると思いますが、資金、人材、労働力確保などの

諸問題もあることから、現在、検討している産業観光推進グランドデザイン

の協議内容を参考にしながら、観光対策について検討してまいります。

以上でございます。

○議 長

それでは、１点目の再質問はございますか。

折坂議員。

○５番（折坂美鈴君）
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町長の任期が１年を残す今だからこそ、私はこの浦臼町の今後の農業のあ

り方について、町長と議論がしたいと思っております。きょうは町長の考え

をしっかりとお聞きしたいと思っております。

牛肉や豚肉の輸入量の増加は、ＴＰＰやＥＰＡの影響がじわじわと出てき

ていると言えるのではないでしょうか。ここは町長と認識を同じくしており

ます。

果物やチーズ、ワインなども輸入がふえております。影響を受ける農家は

これからも広範囲に広がってくるのではないでしょうか。

このままでは、離農者の増加を招くことになると思います。農家の所得を

守る対策を急がなければならない、強くそう思います。

浦臼町も対岸の火事ではないと思います。農産物の価格の低下、これは安

い輸入品に引っ張られるという、そういう懸念があるからであります。

ここは町長の働きに期待をしたいところと思っているところでございま

す。

後半の部分でございますけれども、国連が国際家族農業年、国際家族農業

を推進していること、これを町長は多分御存じだと思うんですけれども、こ

の考え方が私の考え方と一致しているので、ここでちょっと紹介させていた

だいて、町長の考えを伺いたいと思っているんですけれども、国連は２０１

４年に国際家族農業年としまして、２０１７年１２月の国連総会では日本を

含む１０４カ国の賛成で可決をしました。

１０年延長するという形になりまして、２０１９年から２０２８年を家族

農業の１０年と位置づけたということであります。これは日本も賛成してい

ることであります。

家族農業の１０年を推進する世界行動計画には、１、家族農業強化のため

の実現可能な政策環境を支援していく。

２、若者を支援し、家族農業の世代間の持続可能性を確保すると言ってお

ります。

３、家族農業の男女平等と農村の女性のリーダーシップの促進などが明記

されているそうです。

今まで農村を支え続けてきた女性や若者を支援しようという動きが始まっ

ているということであります。

今後、各国で国家行動計画を策定していくことになるそうです。

政府のトップダウンではなく、対話をしながら農家や地域、社会からのボ

トムアップで家族農業の政策を実現する、この重要性も強調されたというこ

とであります。

記念式典では、国際農業開発基金、ＩＦＡＤの総裁が自由貿易によって、

巨大企業による食品の低コスト化が進んだんだけれども、これは持続的では

ないよと言っています。

昔から農村経済を支えてきた小規模な家族農業に光を当て、そこに投資を

する必要性を主張されたということであります。世界の飢餓を救うのは家族
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農業だと強くおっしゃっておりました。

それから、政策決定に携わる人々は、政策決定において家族農家の声がか

き消されることが余りにも多い現状だと訴えておられたんですけれども、日

本のトップにも私はこの課題の認識を強く持ってもらいたいと考えていま

す。

小規模農家の長年にわたる持続的な努力の積み重ねを国連は認めてくれ

た。

私はスマート農業推進だけでは地域の課題は解決しないと考えているんで

すけれども、町長、この家族農業の推進ということについての考えをぜひお

聞かせいただきたいと思っております。

豊かな農村にするためには、多様な生産者がいて、生態系の保存をしたり、

農家の知恵とか伝統を受け継ぐことであったりを続けていかなければならな

いと考えております。

浦臼町もぜひ家族農業を支援することを目標に掲げていただきたいと思い

ます。

そして、地域との対話を続けながら、政策決定をしていく、そのような浦

臼町になっていってほしいなと私は考えております。

聞きたいのは、町長の軸足はどちらにあるのかということをお聞きしたい

です。

機械化を進めて、ＩＣＴ農業ですか、それの先進地を目指す、そういう方

向性で行くのか、それとも多様な農家が豊かに暮らす農村づくり、これを目

指すのか、隣の町がやっているから、農協がこれを推進しているからという

ことではなく、浦臼町としての考え方を私はきょうはお聞きしたいと考えて

おります。いかがですか。

○議 長

答弁願います。

斉藤町長。

○町長（斉藤純雄君）

国際家族農業年ということで、私もほとんど初めて聞いた言葉でありまし

て、議員の期待にこたえる答弁ができるとは、今はちょっと思っていないん

ですけれども、今町でやっているスマート農業の推進だったり、機械化だっ

たり、それから若手のチャレンジ補助金、こういったものは基幹産業を農業

としている町にとってはこれが唯一ではありませんけれども、必要な施策だ

とは思っておりますし、こういうことで今いろいろな環境の悪い中でも、若

者は将来に向けてもこの地域で何とかやっていきたいと、そういう思いとい

うか、心になればという思いでやっていますので、これはこれだと思います。

ただ、議員が言っている、その家族農業がどのレベルの話なのかが、ちょ

っと私にはわかりませんし、それを排除するというつもりもないし、行政と

しては多くの方に頑張ってもらうということでありますから、そういう意味

では軸足がどっち、どっちということで農業政策をやっているつもりはない
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と。

これからも町の基幹産業を守るということは、当然一番の思いでやってい

かなくてはいけないと思っております。

以上です。

○議 長

再々質問ございますか。

折坂議員。

○５番（折坂美鈴君）

今のご答弁はちょっと残念に思うんですけれども、家族農業がどのような

ものか、どの程度のものかということがわからないとおっしゃったんですけ

れど、今まで私たち農家が綿々と続けてきたのが家族農業の基本でありまし

て、それを今維持していくのが大変な時代になってきているので、そこをど

のように支援してくれるかということをお聞きしたかったんですけれども、

機械化が進もうと、労働力をどんどん入れようと、基本は家族農業なんです

よ。

そこを必死でみんなが守ろうとしているところに支援をいただきたいと考

えているんですけれども、町はいろいろやってくださっていますけれども、

先ほどおっしゃったような補助をですね。

でも、いつも思っていたんですけれど、町長は何を考えているのかなと。

水田センサーの支援もしてくださるし、クリーン米にもちょっと補助金は出

す、ちょこちょことあちこちに補助金を出していらっしゃるんですけれども、

町としてどういう考えがあって、この補助金を出しているのかなというとこ

ろの一貫性というか、そういうものを見出せなかったので、いつか聞いてみ

ようと思っていて、今回このような質問にしてみたのでありますが、そこに

ついてまた反論があればお答えいただきたいのと、あと私が申し上げた新規

就農者ですね、多様な生産者を受け入れようという話なんですけれど、そう

いう具体的な施策というのが答弁には出てきていないのですけれども、私は

前にも申し上げたんですけれども、新規就農者が入ってくるのには、国だけ

の補助金では足りないと。

生活費がまずないのだからということで、そういう生活費の補助とか、そ

ういうものも町でできたらいいのにという話をさせていただいたんですけれ

ども、そういう新規就農者を受け入れる体制というのを整える気はあるのか

ないのか、必要性は感じていらっしゃるんですよね。その点について伺いた

いと思います。

○議 長

斉藤町長。

○町長（斉藤純雄君）

農家の方が家族でやられている農家がたくさんいますので、先ほど言って

いた若手のチャレンジとか、そういったものもすべてそういうところには効

果といいますか効力を発する政策だと私は思っていますので、議員が言って
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いた家族だけでやっている農業というのが、果たしてどのような規模のこと

を言っているのかというのがわからないので、先ほどの答弁だったんですけ

れど、法人であれ、それから家族でやっている農業、すべからくいろんな方

に効果がある政策をと考えているところであります。

それから、最後の新規就農については、議員のおっしゃるとおり、うちの

町独自のものがないというのは、そのとおりだと思います。

今回、近隣、月形町の事例をちょっと調べさせましたけれども、かなりや

っています。

敷地も持って、そこにハウスを建てて、認定農業者というのですか、そう

いう方が期間を決めて技術を指導するとか、非常にすごいことをやっている

なというのがわかったので、何でうちの町がそれをやってこなかったのかな

というと、これまでも言ってきましたように、水田農業というのはちょっと

ほかのハウス農業とか園芸農業とは若干ニュアンスが違って、やりづらさも

あるのは当然なんですけれども、ただやれるものはあると思いますので、こ

れからちょっとそこは職員とも話をしながら、何らかの形は出していきたい

と思っています。

以上です。

○議 長

ここで、暫時休憩とします。

会議の再開は、１１時５分といたします。

休憩 午前１０時５３分

再開 午前１１時０３分

○議 長

全員おそろいですので、会議を再開いたします。

それでは、２番目の質問の再質問はございますか。

折坂議員。

○５番（折坂美鈴君）

私の今回の質問は、２点とも浦臼町に人を呼び込むという点での発想でし

たので、ぜひ新規就農者の受け入れ体制を整えるということは、ぜひスピー

ディーにやっていただきたいと思っておりますし、地域の課題というものを

解決するためには、やはり地域の方と町長、会話をなさって、政策決定につ

なげていただきたいと考えております。

観光対策の強化についての再質問でありますけれども、先ほどもお話しし

ましたように、４月の統一地方選挙を経て最初の私の一般質問でございます

けれども、選挙にはなりませんでしたけれども、有権者の方々に私が議員と

してこれからこういうことを目標にしてやっていきたいとお話しした中に、

浦臼町に人を呼び込むということを掲げさせていただきました。

それで、観光対策ということも今質問するんですけれども、日本は高度成
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長期があって、人口もどんどんふえて、道路や新幹線が整備され、町も発展

していったという歴史があるんですけれども、もうバブルの時代も終わって、

これからは日本全体が人口減少時代に突入したんだと思います。

そんな中でも、地方は厳しいんですけれども、元気な町とそうでない町と

の差がますますこれから顕著になっていくのだろうなと考えるわけでありま

す。

浦臼町も自分たちで自分たちの町の魅力的なコンテンツを見つけて、付加

価値をつけて、発信をしていく、こういうことがまず人を呼び込む第一歩な

んだろうな考えています。

まずここをやらなければ、浦臼町には未来の展望が開けないのではと危機

感さえ抱きます。

観光に力を入れても人口はそう簡単にはふえないよと言われるかもしれま

せんけれども、何か面白そうな人たちが楽しそうにしている町だなと思われ

なければ、そこに人は集まらないし、一緒にやりたいと思ってくれる人がも

しかしたらあらわれるかもしれません。移住してくれるかもしれません。

そんなまちづくりをこれからやっていかなければならないと思っているん

ですけれども、だれがやるんだという話なんですが、今までは行政が中心と

なってやればいいとか、町が有利な補助金を見つけてきて、まちづくりをや

ったらいいとか、コンサルタント会社に任せればいいんだよと、そういう今

までの考え方があったと思うんですけれども、それではこれからはやってい

けないと、失敗すると考えています。

観光対策にしても、戦略を立てて長期的にやっていく必要があるのではな

いでしょうか。

それには、私はやっぱり観光協会を法人化して、行政も事務局としてかか

わりながら、ちゃんと連携してやるべきではないかと考えています。

一般社団法人というやり方がありますけれども、これは活動内容に制限が

ないし、設立に必要な財産も不要で、少人数の構成でできるんですよ。２人

からできるんですよね。

設立しやすいということで、ぜひ法人というのを設立していただいて、そ

こに職員を置けばそこに雇用が生まれるわけでありますし、そこが責任を持

って浦臼町の観光対策をやっていくという形をとるのが一番ではないかなと

私は考えたわけであります。

例えばの話でありますけれども、浦臼神社にエンゴサクを見に人が集まる

わけです。リスの写真を撮るのに人が集まってきますよね。

今はボランティアで草刈りなどの周辺整備をやっていると伺ったんですけ

れども、ちょっと確認するのを怠ってしまったんですが、町はそこにはかか

わっていないんでしょうか。そこをお聞きしたいと思います。

私は、きちんと、神社の用地かもしれないけれども、神社は管理できない

状態でありますので、例えば町が観光協会に依頼をするとか、観光協会が人

を雇って管理をするとか、自然の景観を失わない、守る形でのどうしたらい
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いかという話し合いは必要かと思いますけれども、何らかの介入が必要では

ないかなと、私は今考えています。

例えば、いこいの森公園ってありますけれども、あの周辺をフットパスの

コースとして整備をすれば、周遊滞在型観光になりませんか。

道の駅にその観光客を誘導して、そこでお金を使ってもらうとか、駐車場

に休憩施設をつくって、飲み物を提供するとか、それだけでも雇用が発生す

るし、お金が地元に落ちると。

例えば、フットパスのコースの中に古民家があれば、町がそれを買い取る

んです。古民家のリノベーションとか今、はやっていますけれども、そうい

うのは町民に任せるとか、そこをカフェとか食堂にするとかいう企画、運営、

そういうものも町民に任せる。地域のお母さんたちにここで働いてもらうと。

食材は浦臼町の農産物を使うと。

こうすることで、浦臼町内の経済が回っていくと、持続可能なサイクルが

できると、そういう形も考えられると思いますし、そこにいろんな人がかか

われるということになると思います。

観光協会の役割としては、情報発信力を発揮して、そこをＳＮＳとかでＰ

Ｒするとか、そういう役割もあると思います。マップをつくるとか、ツアー

を造成して、そこに人を呼び込むとか、そういう連携ができないかなと考え

ました。

今、広告で見ましたけれども、大学生のゼミの方が古民家に物語性と価値

づけを行って、情報発信をしていくということをやっていますけれども、私

はそこからちょっと学ばせていただいたかなと、こういうやり方があるんだ

なと見て、思ったんですけれども、町長の考えを伺うとすれば、観光対策を

強化することによって、町内の経済が回っていくという、こういう考え方に

ついて、ちょっとお話しさせていただいたんですけれども、どう考えますで

しょうか。

長期的な戦略、観光に対してですね、何か考えていらっしゃいますか。

○議 長

答弁願います。

斉藤町長。

○町長（斉藤純雄君）

議員が言っていることも重々承知をする部分が多いんですけれども、やは

り実際に動く人の気持ち、その組織があるなしではなくて、今いる方がやっ

てみよう、やりたいという思いだと思うので、行政はそれに本当に最大限の

バックアップはしていくということは考えられます。

例えば、議員もやっておられますけれど、１％の事業についても、ああい

う側面の支援をすることによって、地域に潜在的にいる何かをしたいという

人たちが動きやすくなるということはあろうかと思います。

今、札沼線の廃線に伴って、駅前の整備計画を今検討委員会の方で検討し

始めております。
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ある程度の施設をつくるということになりますので、そこを管理する方が

どうしても必要になってくると。

ですから、今議員が言われたように、観光のスペシャリストなのか、法人

かどうかわかりませんけれども、そういった方にお願いをしながら、町の新

たな魅力の観光イベントなどを企画してもらう、そんなことも一つはあるの

かなと思いますけれども、今後そういった面も含めて、検討はしていきたい

と思います。

以上です。

○議 長

草刈りの方のお問い合わせもあったんですけれど、草刈りはどうなってい

ますか。神社の。

斉藤町長。

○町長（斉藤純雄君）

行政なものですから、お寺とか神社にはかかわれないということで、お話

が私のところにもありましたけれども、直接的にはできないということは申

し上げました。

以上です。

○議 長

それでは、再々質問ございますか。

折坂議員。

○５番（折坂美鈴君）

神社の件に関しては、直接的にできないとおっしゃられたので、さっき私

言ったように、そこに観光協会なりを介在させてやる方法はできないのかな

とは考えているんですが、再々質問でお聞きをしたいのは、法人化したいん

だけれども、労働力とかいう話もあったんですが、そこで考えられるのが地

域おこし協力隊の活動拠点としてはどうかなと思うんですけれど、その法人

で地域おこし協力隊を観光協会に張りつける。

今、役場の職員のような形で来ていらっしゃるんだけれども、もっと自由

に動いてもらいたいと思うんですよね。ＳＮＳの発信も本当に活発にやって

くださっている方もいるし、それを観光に特化して、観光協会で雇うとか、

そこを立ち上げるとかでも、そこに地域おこし協力隊がここの町に残ってく

れる、そういう方法もあると思うんですよね。

今、地域おこし協力隊も制度が変わって、都会から田舎へという縛りがな

くなったそうでありまして、もっと多様な才能が、協力隊が来やすくなった

のではないかなと思いますし、何より浦臼町に若い人が入ってくれて、地域

とコミュニケーションをとってくれてという今の状態はすごい地域の人も喜

んでいるし、いい感じになっていると思うんですよね。

そういう方をもっと観光に特化して、ジビエだって観光に結びつけること

も可能ですし、そういう方法を模索していただきたいと思いますが、地域お

こし協力隊員の活用についていかがでしょうか。
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○議 長

答弁お願いします。

斉藤町長。

○町長（斉藤純雄君）

今うちに来ている協力隊、非常に一生懸命やっておりますし、ネットでの

情報発信、町のいろいろな写真なども発信をしてくれているということで評

価はしております。

そういう人たちをいろんな地域のまだ動きがない人を取り込んで、新たな

ものができるという思いを私は持っております。

今回、補正にも入れておりますけれども、札沼線の廃線に伴う廃線記念ワ

インというものをちょっと考えまして、それで地域おこし協力隊が絵がうま

いというので、そのラベルをちょっとかいてもらっている最中でもあります。

いろんな活用ができるのかなと思っていますので、そういった面も含めて、

前向きに検討していきたいと思います。

以上です。

○議 長

次に、発言順位４番、牧島良和議員。

牧島議員。

○７番（牧島良和君）

第２回定例会に当たり、一般質問をいたしたいと思います。

まず、町長に２点お尋ねをいたしますが、１点目、本町における人口動態

とまちづくりとしております。

平成３１年度の町長の執行方針の中には、浦臼町の人口に関して、４カ所

からのその影響について述べられております。

言われるように、平成２０年を境に人口は大きく減少に転じていると実感

をしています。

今後のまちづくりを考えるときに、人口減少を深く読み込み、町の施策の

立案に当たらなければならないと思います。

今、グランドデザインにおいても、その一つ一つについて、人口問題とし

っかり向き合わねばならないと考えております。

２０日にもそうした点での学習会、説明を受けることとなっておりますが、

今回の質問にあっては三つお尋ねをいたします。

一つ目でありますけれども、事前調査の域なんですけれども、町民にも広

く理解をしていただければという思いで、本町におけるこの５年間の年次ご

との総人口、出生者人口、死亡者数、それから転出者数について求めており

ます。

二つ目に、来年度ＪＲ廃線を現実視する中で、町の公共交通の位置づけ、

どのような日程を組み立てているのかをお尋ねいたします。

三つ目に、人口減少はいろんな影響を及ぼすこととなりますが、浦臼町に

おける両診療所、ここにもいわゆる受診動態のこととして、その経営にも直
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接影響があるのではないかと考えていますが、その認識についてお尋ねをい

たします。

添付した資料については、プレス空知が２０１５年３月に人口動態を２０

１２年の現状と２０４０年、この先２０年後の人口推計を載せていました。

私たちが今後の浦臼町をどうつくるのかをともに考えることができる材料

でもありますし、貴重な記事だと考えており、あわせもって提示をしつつ、

質問をいたした次第であります。

二つ目の質問は、ジビエｄｅそらちについてであります。

第１回定例会においても、私、この質問を起こしておりましたけれども、

やりとりの時間でかなり最終的には性急的なやりとりになってしまった経過

があります。その議論を踏まえながら、質問を起こしたところであります。

微生物における高度減量化システムの再考を求めるとしておりますが、一

つ目にこの建設場所、今も敷地内で工事が進められ、やや地下部分、それか

らドライ部分ができ上がりつつあります。

私たちは、今までの中で図面を提示され、見ておるわけですけれども、現

実、形になりますと、もう少し上流部にはならなかったのかという素朴な疑

問がありますので、それが１点目。

二つ目には、処理施設から出る廃棄物は有料とすると第１回定例会以前の

説明、それからそのときに説明がなされており、第１回定例会では町内外の

数量の把握を正確にして、アイマトン社との単価についての協議をするとの

内容で答弁でありました。その協議の結果はいかがなっておるのでしょうか。

三つ目に、猟友会との連携について、協力隊員の皆さんともどもどんな会

議でどのようなことが今までの中で協議、確認されておるのでしょうか。

四つ目に、エスパス菌とするこの減量化システムは、生ごみの分解を促す

ために開発されたものと私は理解をし、今焼却によりコストを低く抑えるた

めに普及されようとしています。

自然界にある菌だとの説明もされておるわけですけれども、分解促進が加

速度に行われるものと理解をしています。

そのことは一方では菌の自然界にある密度より非常に高く、一般処分場へ

の廃棄は排水とともに処分場域外に流出されるのではないかと考えます。

これは、さきの１回定例会でも質問があったところですけれども、ＣＷＤ

が学術上、正確に解明されていないことから、排水の隔離、廃棄物について

は焼却が安全だと私は今でも思っています。

ぜひ、この点について再考を求めるものであります。

以上について、質問をいたします。

○議 長

答弁願います。

石原課長。

○総務課長（石原正伸君）

牧島議員の１点目の質問にお答えいたします。
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過去５年の人口動態についてですが、住民基本台帳における事由別人口移

動の状況は、下記の表で示すとおりであり、平均で毎年約３％の人口減少率

となっている状況でございます。

次に、公共交通の位置づけ、日程に関するご質問ですけれども、令和２年

５月６日のＪＲ札沼線廃線に伴う代替バスの円滑な運行を推進するため、本

年５月２１日にＪＲ札沼線代替バス運営協議会を設立いたしてございます。

協議会の構成員は、月形町、当別町、浦臼町、代替バス運行事業者、北海

道開発局札幌道路事務所、道庁及び振興局の交通担当者となっており、今後

の代替バスの運行に関しましては、運営協議会で全体の調整を行い、細部に

つきましては各地区の地域公共交通会議で検討し、決定する流れとなってい

ます。

今月末に浦臼町地域公共交通会議を開催し、検討する予定となっておりま

すけれども、令和２年４月から浦臼町から石狩当別間の代替バスの運行に向

けて調整をしている状況でございます。

次に、人口減少が両診療所に与える影響についてのご質問ですけれども、

一般的に考えますと、患者数が減少すると考えられます。

したがいまして、診療所の規模や診療体制に変更がない場合は経営は厳し

くなることが想定されますので、今後指定管理者とも十分協議を行ってまい

りたいと思います。

以上でございます。

○議 長

次に、２点目の答弁をお願いします。

横井課長。

○産業振興課長（横井正樹君）

２点目のジビエｄｅそらちについて、システムの再考を求めるというご質

問にお答えいたします。

一つ目の施設建設の位置について、現在よりも上流部にならなかったのか

でございますが、整地されている敷地の中で最も最終処分場に近い位置に決

定しております。

二つ目の減量化施設へ搬入される残渣の数量についてでございますが、減

量化施設は２棟設置し、食肉処理施設から排出される残渣とそれ以外のもの

については、それぞれ別の施設に搬入することとなりますので、それぞれの

数量については明確に把握することが可能であります。

また、食肉処理施設から排出される残渣の処理に関するアイマトン社の負

担については現在協議中であり、施設の設置条例案を上程する予定でありま

す第３回定例会の前のできるだけ早い時期の合意に向けて取り組んでまいり

ます。

三つ目の猟友会との連携についてでございますが、本事業を担当している

道派遣職員並びに地域おこし協力隊員は、ともに猟友会に所属しており、日

ごろの活動を通じた連携を図っております。
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また、今月８日のエゾシカ一斉駆除事業後には、猟友会会員を対象とした

ジビエ事業の説明会を行い、１０名中９名の参加をいただきました。

事業内容並びに施設の運用等について説明を行い、改めて事業への協力を

お願いしております。

説明終了後の意見交換の場では、減量化施設にはアライグマなどのエゾシ

カ以外の駆除個体も搬入できるようにすべきとの意見などをいただいており

ます。

最後に、減量化後の残材の処分に関するご質問ですが、食肉加工施設を経

由しない減量化後の残材については、隣接する最終処分場で被覆材として再

利用すると計画してきました。

最終処分場から発生する浸出水については、処理施設で適切に処理されて

いることに加え、エスパス菌は自然界に由来する菌であることなどから、自

然環境に悪影響があるものではないと考えております。

しかしながら、年間に発生する残材の量を考慮し、事業系一般廃棄物とし

て処理する方法についても検討してまいります。

以上でございます。

○議 長

それでは、再質問ございますか。

牧島議員。

○７番（牧島良和君）

まず、人口動態についてであります。

多分、お答えの方が、私は表をいただいているのですが、町民の目線から

すれば、その数字ってというところになるのだと思いますし、私もこの間、

人口あれこれの議論は協議会も含めて、町理事者の皆さんともいろんな観点

でご報告をいただいたりしております。

私が問題とするのは、自然減、これはやっぱり年々再々の自然出生、ここ

でいいますと１０名から６名の方々がいらっしゃると。

それから、亡くなる方、これも残念ながらいらっしゃって、表ではこの５

年間では２５名から３９名の方々がそれぞれ２６年から３０年度の間で亡く

なられているということです。

一方、転入者も、ああ、これほどにいらしたのだなと思っているところで

すけれども、転入者は新しく採用されたり、それから年々再々でいえば教職

員の皆さん方も含めて転入者ですから、転入者の数としてはカウントされる

と、これが４２名から６０名という数字になっています。

それで、やっぱりもう一つ大きな問題点はここでも示されている、私もお

聞きした転出者の数なんですね。

それで、ペーパーを見られていない方、ここがどうなのかということなん

ですが、改めて私も今回求めたのは、このことがどうなのかと。今後のまち

づくりにどう影響していくのかということなんです。

転出者の数は、ここでは高校を出られて就職するという方もいらっしゃい
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ますね。それはそういう意味でいえばトータルとしてカウントされるわけだ

けれども、年、１０人ないし２０人の方が高校を卒業すると。今はまだ少な

くなっちゃう、１０人前後です。

それを差し引いても、２６年度での転出者は７５名、２７年度で８０名、

２８年度で１０７名、平成２９年度で６６名、昨年度で８１名と、こうなっ

ています。

私ども、今回選挙がありました。有権者名簿を見る限りでも、高齢者の方

々が滝川市に転出。選管ですから３カ月に１回なのかな、その見直しの中で

そういう数字が滝川市だ、砂川市だ、札幌市だと。高齢者の方々いなくなっ

ています。

お子さんのところへ行かれるのか、身内の方にやっぱり頼りにして行くと

いうことでの転出なんですね。

ですから、前回の定例会もそうです。今回も多くの質問がありますけれど

も、人口動態の中で自然減少、高齢になって転出するという、ここのところ

の問題点をもっとリアルに正確にしていく必要があるのだろうなと、町とし

て。私たち自身も。それはどうしてなのか。

買い物ができないからだろうか、病院が遠いからだろうか、交通の体系が

悪くて病院に行けないのか、そこのところをもう少しえぐり込まないと、こ

のまちづくりの基礎は固まらないのではないかと思うんです。

私もこの年になりました。１８歳で農業を始めて、２０年、６０年。二十、

４０歳、６０歳と、こう時間過ぎていますね。

私自身、２０年、２０年のスパンというのがあるのではないかと思う。勉

強するまでが二十まで。４０歳まで、皆さん方ね。大いに学習していただい

て、そして４０歳以降６０までの定年、あるいは一定の時間までの中で、ど

う人生を構築するか、どうまちづくりに貢献するか、どうまちづくりに自分

の力を発揮するかと、こういうところだと思うんですよね。

そう考える私は２０年、２０年、２０年時間だと思うんです。

私も今６０の時間を過ぎていますから、今後の時間の中でどうすれば住み

よくなるのかな、そういう視点でこの問題も起こしています。

ですから、この転出者数というのは、報告いただいたように、町民にもも

っとリアルに、これは議会広報にも載せたいと思うけれども、年間７５人か

ら１０７人、大きいですね。

だから、迎え入れることの努力もするけれども、はるかに大きいこの数字

を、やっぱりどう読み込むのか、そういう視点で私、改めて訴えさせていた

だきますけれども、町長、ここのところ、今後どのようにえぐり込むか、こ

の視点でご答弁をいただければと思います。それが一つ。

それから、公共交通の位置づけについては、後段でもまた議員が質問され

ますので、それ以上の求めはいたしませんが、今の大きな町民が自立するこ

とでの利便性の図りよう、これは尽くしても尽くしても尽くし切れないほど

の仕事の量としてあるのではないかなと、それだけ述べておきます。



－ 26 －

二つ目の質問ですが、以前内科診療をずっと指定管理、そして歯科診療所

も指定管理の今、中にあります。

さきにも質問ありましたけれども、かつて診療所を運営するときに、ちょ

っと正確でないかもしれませんけれども、１日６０人ないし７０人の患者さ

んが来所していただければ、経営としては成り立っていくという話をされて

いたことがあります。

もうかなり時間がたっていますから、今医療制度も改悪に次ぐ改悪と私は

理解しますけれども、点数制を含めて非常に経営が大変になっている状態で

すから、どのくらいの来所者数を迎えると経営として成り立つのか、町が読

み込む数字、それから歯科診療所も今、週２日になっています。

私も歯のメンテナンスに行きたいと思いつつも、まだ行っていませんけれ

ども、一段落したときにはメンテナンスに行きたいと思いますけれども、や

っぱり歯科診療所とても週２日の中で一定のスタッフを抱えて運営をしてい

くというのは、それ相当の努力ではないのかなと私は思っています。

ですから、考えるところのデータとしてあれば、１日当たりの来所数、こ

れくらいが経営限界なんですよというところがわかれば、今教えていただき

たいと思います。

以上、まず２点伺います。

○議 長

答弁願います。

斉藤町長。

○町長（斉藤純雄君）

国が平成２７年に地方創生をやって、ことしで前期の最終年、５年目です。

結果、国が言っていることは、東京一極集中だけが増加して、ほかはすべ

て減という、そういう発表でした。

今後、国が考えるのは、職業の副業化というのですかね、都会で働く人が

月に何回か地方に行って、地方と関係を持ちながら勤務すると、そういうの

を進めようとしております。

ただ、私的には、やはりどうやっても多分減るのだろうなと。国も今後５

０年とか１００年後には日本の人口が５，５００万人ぐらいまでは、もうし

ょうがないのだろうということを言っていますので、本町においてもある程

度の減りよう、それからどこかでとまると思いますけれども、そこまでは減

るのだろうなと。

ただ、その減り方をいかに少なくするか、そして今言われたように高齢者

のみならずですけれども、何とか浦臼の町に少しでも長く住んでもらえるよ

うな手だてを私たちは考えていかなくてはいけないと。

ただ、最終的に高齢者が子供のところに行くとか、いろんな理由で決定を

する部分については、なかなか自分の立場としても、残ってくれということ

は言えますけれども、それ以外はやっぱりその親子関係になってくるのかな

と思います。
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ただ、まだ町でできることもあろうかと思いますので、そこは転出される

方をなるべく少なく、そのスピードを減らすようなことはこれからもしてい

きたいと思っております。

○議 長

もう一点は、病院の経営できる人数というか。

○町長（斉藤純雄君）

数字的には、ちょっと担当の方から。

○議 長

答弁願います。

大平課長。

○くらし応援課長（大平雅仁君）

牧島議員のご質問にお答えいたしますが、経営のその成り立つ基準につい

ては、大変申しわけないんですが、両診療所のどの程度の部分の患者さんが

来ればという数値は、申しわけないのですが、町としては押さえておりませ

ん。

ただ、毎年の経営状況は厳しいというのは、それぞれの決算報告をいただ

いている中では承知しているところでございます。

以上です。

○議 長

再々質問ありますか。

牧島議員。

○７番（牧島良和君）

町外へ転出する方々、それぞれの事情もあるでしょうけれども、やっぱり

町が公共交通含めて、そこにどんな手当てをするか、これは自治体として町

民に果たすべき基本的な仕事ですよね。

ですから、先ほども前段の答弁にもあったように、やっぱり未曾有にそこ

にお金があるわけではないですから、どう選択し、どう進めていくのかとい

うことだろうと思うのです。

したがって、そういう点でいえば、やっぱり出られる方に聞くというわけ

にはいかないけれども、今回のグランドデザインもまだ私も全部読み込んで

いないけれども、これをやっぱりどんな形、うちの町の形にするのかといっ

たときに、基本はやっぱり今いる町民の方にどこが不自由でどんなふうにす

れば住み続けられるという、やっぱりそうしたことを聞き取る、あるいは数

値にするという作業をデザインとしての進めようは進めようとして、住民が

どう思っているかというのを、もう少しリアルに受け入れ、数値化していく、

データとして取り上げていく。そのことを政策にしていくということでしか

ないと思うんですよね。

これはやっぱりぜひ進めていただきたいと思うし、やっていただきたいと。

それで、やっぱりアンケートのとり方も非常にたくさんあるだろうと思う

んですけれども、私も今しようと思っているんですけれども、郵便局の委任
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払いとかというのをやれば、もっと直接回答としてそんなに町内会長さんも

含め、お手数、煩わせない、班長さんを煩わせないで意見を集約できるので

はないかなと私、思うんですよね。

やっぱり一つの方法として提案しているわけですけれども、私も今後やり

ますけれども、やっぱりまちづくりの観点として、広く町民の意見を聞くと

いうことを基本にしなさいと私は述べながら、そういう方法もあるというこ

となので、ぜひ参考にしていただいて、意見を聞き集めるというところに努

力してほしいんですが、そのことについてどうですかということで質問をし

ます。

それで、私、プレスの記事でもってデータとしてつけていますけれども、

これ言うの忘れました。

２０１２年の段階で、浦臼町は２，１７６人ですよ。それで２０４０年、

このときでデータとして推計されているのは１，１６３人と、こうなってい

るわけです。

そういう人口のもとで一自治体としてどう形づくるかというのはすべから

く大きな課題だろうと思っていますので、次回の広報にあっては答弁のやり

とりを含めて、より正確にわかりやすくお伝えできればという私の思いもあ

りますけれども、あと推計の点では今突然の質問だったので申しわけないで

すけれども、指定管理業務のそれぞれのやりとりの中ですから、胸元にえぐ

り込むことにはなりませんけれども、やっぱりざっくばらんな話の中で、こ

のぐらいだよという話に、ぜひ、そういう視点でとらえていただければなと

思うんですよね。

私も内科医のところで診療所の前で何人来ただろうとカウントしているわ

けではないので、やっぱりそこら辺も日常のこととして、もう少し指定管理

のかかわりでいえば、とらえていただければなと思います。

意見と、それから一番初めの質問について、そういう方法もありますよと

いうことで、どうですか。

○議 長

答弁願います。

斉藤町長。

○町長（斉藤純雄君）

いろんな問題があって、当然住民総意のことを前提に考えなくてはいけな

い。

それから、きょうの最初の質問の東藤さんのやつもそうですけれども、休

養村センターをどうするかという目の前の問題がありますし、町としては町

民の声を聞きながら、ただ新しいものを建てるときに、その身の丈というの

ですかね、これからの人口数も含めた身の丈、それから将来の町の負担にな

らないというか、負債とならないような、そういう視点も非常に大事であり

ますし、今議員言われたように、それを見やすく数値的にあらわす。

そして、また住民にいろんな機会をとらえて意見を聞くと、そういうこと
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はこれからもしていきたいと思っております。

以上です。

○議 長

それでは、ここで昼食のため、暫時休憩といたします。

会議の再開は、午後１時３０分といたします。

休憩 午前１１時４４分

再開 午後 １時２５分

○議 長

予定時間前ですけれども、全員おそろいですので、会議を再開いたします。

それでは、２点目の再質問ございますか。

牧島議員。

○７番（牧島良和君）

若干、予定する傍聴者が見えませんけれど、よろしいでしょうか。

期待をしながら再質問を行います。

前回の第１回定例会のときに、石原振興課長の方から、このようなお答え

をいただきました。

国の方では、法整備という部分では手つかずの状態になっています。

また、特段国がこれに対して正式な何らかの取り扱いマニュアルですとか、

それに伴う必要な法整備というのは現段階ではございませんと。

それから、そうした使う手段について、その辺の懸念もございますので、

そのあたりはしっかりと整備して、安全に運営していきたいと思う、こうお

答えをいただきました。

私は最終的に求めるのは、この周辺の管理のしようの法整備について、安

全性が特に問われている。一般町民からも、また今回の選挙戦の中でもこれ

らに対する疑念、疑問の部分が私たちのやりとりをどう伝えるかという前提

もありますけれども、町民からすればまだまだ安全性について不確実だとい

う、やっぱりそういう側面が大変あります。

それらを受けて、私自身も再度この場で訴えさせてもらうのであります。

前回も焼却についての議論もありましたが、そこまではしないことでの答

弁ということでございます。

今、今回答弁をいただいた中で、まずちょっと何点か、３点ですか、ちょ

っと改めてまたお聞きをしたいというところがあります。

それは、１点目、お答えいただいた中で、施設の位置については、そうい

う処分場への近いところ、だけどまだ上にもできたのではないかとは思いま

すけれども、そのお答えとしてお聞きをいたしました。理解をしました。

次の２点目の施設の内容なんですが、食肉施設から排出される残渣とそれ

以外のものについて、その前に前段で減量化施設は２棟つくりますね。コン

クリを巻いた施設を２棟つくります。
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そして、食肉処理施設から排出される残渣とそれ以外のものについては、

それぞれ別の施設に搬入することとなりますのでということは、処理施設を

通ったものは１棟のＤ型の減量化処理施設。

また、食肉処理施設、そこから出ないものはまた別の残渣処理施設と理解

をするわけですけれども、そういうものではなかったのではないかなと。

二つあるということは、時間を持て１日８００、満タンになれば、それ相

当のものになるのだけれども、１棟目に一定の数量を入れて、減量化を進め

るのに時間が二、三日といえかかるから、その二、三日かかる間にもう１棟

の方にその後また入れるよと。

先に入れた減量化施設の部分に一定の処理が進んだら、次にまたそっちへ

入れるという、どっちにしても加工処理施設から出る部分を１棟、Ｄ型、２

棟目のＤ型、交互にこう入れると私は理解していたんですけれども、このお

答えからすると、処理施設から排出された残渣とそれ以外のものについては、

それぞれ別の施設に搬入しますよと、そういうことだったのかなと。そこの

ところ、まず一つ目の確認です。

それから、アイマトン社との協議はまだ時間がかかるので、これからだと

いうことはわかりましたが、もう一つ、最後に減量化、残滓の部分、残滓進

めていって、残滓として残る処分に関する質問について、食肉加工施設を経

由しない減量化後の残滓は隣接する最終処分場で被覆材として再利用しま

す。

サンドイッチで処理するのだろうと思うんだけれども、その埋設するもの

の被覆材で中間的にまた入れるということというのは、そういうものではな

いのだろうなと、一般廃棄物が入っていって、それがシカの経由しないもの

であっても、それはサンドイッチで処理をしていくことになるので、ここで

被覆材として使うということがどういうことなのかなと思うのが二つ目なん

です。

それで、そのこともあわせて次にお答えいただきたいと思います。

それで、今までの議論は、私どもが枝幸町に視察に行った経緯で、自然発

酵させて処理をするという施設からもう一歩進んで、エスパス菌という菌を

使って処理をするということでの変貌というか、施設のシステムからすれば

進化した形だとは思うのですが、それが一方では前回も述べたように、シュ

ナード菌なるものとして、発見されて、それが前回も言いましたけれども、

食物残渣を処理するために使っていると。

もともとはグループの中で、熊谷グループだったかな、そういうところで

もって、その生ごみ処理をどうするかというところに使われていたシステム

なんだよと。

だけど、そのシステムをこの減量化施設にも使うようになってきていると。

それで、以前のお答えで、枝幸町での一定のテストケースを踏まえながら、

このエスパス菌をつくった熊谷グループのこの菌をもってやる方がより即効

的にできると。時間をかけないで骨までも溶かしてしまうと、なくしてしま
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うというところで、道内１０社、今１０カ所をやっていると。深川市は入っ

ていないから、深川市はまだその後のこととしても、この報告では１０カ所

でやっている実績があるからという話なんですが、それがお答えいただいた

ように、道の２６年度の報告文書、いわゆる減量化施設の報告文書以上のも

のはあるのか、ないのかといったら、ありませんと。

むしろ、枝幸町でつくられたものがより内容的に豊富だし、深みもありま

すよというお話でした。

それで、お答えをいただいた中から、枝幸町でいただいた資料には、野生

シカ類に見られる病原菌、原虫と耐熱性ということでの文言があって、非常

に小さくて、私、拡大して今見ているんだけれども、ここで言う野ウサギ病、

ダニ媒介としたもの、それからＱ熱病、それからＣＷＤ、これらはクエスチ

ョンついていて、それからシカにいたプリオン、ＣＷＤについても不可とい

うマーキングがされているわけですよね。

枝幸町のデータでそれが出されているんだけれども、道としてそれではそ

れに追随する枠組みというか、安全性を担保する資料というのは、それ以上

のものはないんですよね。

そうしたら、道は枝幸町ので参考にしてくださいとするのか、興部町も試

験的にやっているから、その試験データでＯＫなんだから、道の立場もそれ

でいいんですよと言ってしまうのか、それってちょっと違うんでないのと思

うんですよね。

最後に先ほども言ったように、答弁の中でまだ国としても法整備していな

いということを述べられているわけですから、その安全性についても、まだ

どこに問題があって、どの部分を解決しなければならないとか、どこをもっ

と保健所を含めて、協議、検討しなければならないというのは、私たちには

まだ道の資料としては何もないのですよね。

そこで、今言っているように、前回の答弁でいえば安全に十分注意してや

りますよといっても、言っているだけの話で、事が起きたら何も担保するも

のがないのですよね。保証されるものもないのですね。

そういう意味で、大きく今ちょっと時間かかったけれども、お答えをいた

だいたものから二つ質問をさせてもらいました。

それから、私が今言った国の制度、仕組みとして、ここが問題だからここ

をどうしなければならないというものは、私たちにはまだわからない。

枝幸町のデータには出ているけれども、わからない。何もそれは道の死角

というか、道としての形づいたものではないと、私は思うんですけれども、

前回の質問の延長線上みたいなものになりますけれども、３点についてお尋

ねと、私の意見に対してご答弁をいただきたいと思います。

○議 長

答弁願います。

横井課長。

○産業振興課長（横井正樹君）
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ただいまの質問にお答えいたします。

まず、減量化施設の件でございますけれども、減量化施設２棟設置いたし

まして、仮にＡとＢにしますけれども、Ａの方については食肉処理施設から

出た残渣しか入れません。

Ｂの施設については、それ以外のもの、食肉加工施設を通さないものしか

入れないと想定しております。

これは最初からそう想定しておりますので、そのようにご理解いただけれ

ばと思います。

それから、残材の関係でございますけれども、当初、最終処分場の方に埋

立土のかわりというか、埋立土として使おうと思っておりましたけれども、

実際年間に発生する残材の量をもう一度精査しまして、そこに被覆材として

使用するのがいいのか、それとも事業系の一般廃棄物として出すのがいいの

かというのを今再度検討させていただきたいと思っております。

それから、ＣＷＤの関係なんですけれども、議員のおっしゃっているとお

り国とか道とかではまだＣＷＤについて何かの方針なりが出てきたというこ

とは今のところございません。

前回お答えさせていただいたとおり、安全に留意して処分させていただき

たいと思ってございますけれども、ＣＷＤ自体の発生例が日本国内ではない

ということと、道、国の見解ではＣＷＤにもし仮にかかったシカがいた場合、

自然界の中で淘汰されて、例えばハンターさんが撃つとか、そういうところ

にまであらわれないのではないかとされておりまして、そういう観点からい

くと、町の減量化施設にそういう病気になったものが入ってくるということ

は想定されないと今のところ考えてございます。

以上でございます。

○議 長

再々質問ございますか。

牧島議員。

○７番（牧島良和君）

今言う減量化施設の２棟というのは、初めからそうだという言い方なので、

私自身の理解の仕方がそうでなかったのだなと、今思わざるを得ませんけれ

ども、いわゆる上下水道のポンプ施設とかそういった事故があったときに、

あるいは交互に挿管して使うと、そういう位置で私は減量化施設Ａ、Ｂを見

ていたので、そうは見ていなかったので、入ってくる原材料を二つのＡ、Ｂ

でもって８００頭、あるいはアイマトン社の１，５００頭の１００％ではな

いけれども、骨類の分をこっちに、Ａに入れて、次にはＢに入れて、減量化

が進んだときに、またＡに入れてと、そういう交互的な使い方をすると、私

は思っていたんですけれど、そもそもが違うんですね。

そうしたら、そこのところはわかりましたけれど、そうすると、ちょっと

今頭で計算できないけれども、８００頭、それから１，５００頭をそういう

利用の仕方をすると、処理施設を通らない、例えば打ちどころが悪くて、も
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う全然この１頭は使えないわというのも仮に持ち込まれたときに、町外から

は来ないけれども、町内でもしそういうものがあったときには、それようの

ところに真っすぐ入れるということでの理解なんだなと、そういう理解しな

ければと思うんだけれども、アイマトン社が減量化施設を通さないで、処理

施設に入れる原材料というのはどこでどうなるんでしょうね。

入り口では僕は簡単に数やその重さというのはカウントできると思うか

ら、そこでもってあと減量化施設はどっちを使おうが何も構わないなとは私

は思っていたんだけれども、カウントするのは入り口でその量をカウント、

簡単にできるし、例えば枝肉で入ってきたときに、半割りで肉としてとれる

部分が１頭、皮をそいで、枝肉できたときに、３０キロありましたよと。骨

身の部分は１０キロありますよという、そういう単純ないわゆる指標とする

ような計算、あるいは何か割って、それで物も入ってくると、来たときには、

もう減量化施設を通ったものとして、処理施設を通ったものとしてカウント

するので、真っすぐ食肉加工施設を通らないで、真っすぐその処理に向かう

シカってよそからどんなものが来るんでしょうかね、ちょっとわからなくな

りましたけれども、再度お尋ねをいたします。

それから、いわゆる被覆材として再利用することでのお話をしつつ事業系

廃棄物の道筋も検討の域のように今お答えを先にいただきました。

これを事業系とすると、さらにどんなことが予想されるのでしょうね。一

般廃棄物処分場だから、よそに出しますよという理解でいいのかな。

そうしたら、よそに出したときにはせっかくうちに処理施設があるのに、

今までそこでやるから費用がかからないのだと言っていたのが、事業系とい

うことになると、また別に出費の部分が出てきますよね。

それは予想されることとして、どのくらいかかっていくとかということも、

まだ全然今まではない話なので、どんな負担が出てくるのかということです。

今のことをお聞きしながら、前回もお話ししたけれども、私はそういう物

のルートも大事なんだけれども、生ごみを処理せんとしたこのエスパス菌が

何でそういう開発をしたかといったら、ネットによると、食物残渣がありま

すよ。

食物残渣は、今いろんな添加物、１人、１年間、粉末にしろ液体にしろ、

４キロから食べているというのですね、知らないうちに。

それが、僕は人間の体をむしばんでいると思うんだけれども、それは別の

話として、４キロから食品添加物なるものがどんどん投入されていると、国

民１人当たり消費するのに。

それが入るために、食品の腐敗がしにくくなってきている。腐敗がしにく

くなってきた結果、このシュードモナス菌というものを１８７２年に彼が発

見して、そしてそういうものを使った資材をこれまた日本の業者さんが考え

てつくり出したのが、このエスパス菌なるものだと。

エスパス菌は、このシュードモナス属とする、そういう細菌、自然の中に

おるんだけれども、かなり濃縮して培養液で高濃度化して、そして浦臼町の
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施設に月８万円だったかな、それで入ってくると。

それで、メンテナンス料を含めて８万円で入ってきて、年間１０６万円、

そういうものでもって腐らせるわけですよね。

それで、ここに書いてあるのは、そういう菌であるから、体の極端にそれ

を扱う人が体力が弱まっている人とか、そういう人はその菌に冒されやすい

と。

だから、言っているように、マスクをしなさいとか、手袋をしなさいとか

となるわけですよね。

だけど、今マスクも手袋も経験上、あるいは実験経過の形として、興部町

でも、それから今やらんとしている１０カ所のところでもやっていると。

これはそこのところの指標で、あるいは考え方としてそういうことをやり

なさいと言われているので、国の安全基準を土台にしながら構築したものに

までは行っていないのですよね。

ですから、私は今の前段のことを聞きながら、今の疑問符をやっぱりどう

整備するかということが、２回目の再質問でも言ったように、安全が担保さ

れていないのですよ。

ここはやっぱり副長を含めて、道からご要請をいただいて、要請を強く言

って、それで２年間おこしいただいた車田さんと道の連携をとって、やっぱ

りこの２年間の中でその安全対策について、やっぱりしっかりと構築しても

らうと。

これは今の時点ではまだ努力しますの範囲で起きても知らない話になっち

ゃう。知らないことはないだろうけれど、どこに責任がというのは見えない

んですよ。

ですから、これ、ぜひ２年と言わない、１年の時間の中で、道とのかかわ

りで大きなパイプ役を町としては得たわけだから、そこを整備できていない

というのが１定でのお答えですから、しっかりとそこのところを組み立てて

ほしい。

これ、ぜひ約束してくださいよ。そうでないと、今現地で、地域でやっぱ

り安全性、それから町内の中でも安全性どうなっているということに答える

ことにはならないと思うんです。

少なくとも、やっぱり１０月の開始、それで２年間の中では道との関係で

できた、そういう自信を持って言える施設にしてほしい。

私の２点ほどの質問と最後の問いに対して、しっかりとお答えをいただき

たいと思います。

○議 長

答弁願います。

横井課長。

○産業振興課長（横井正樹君）

減量化施設の件についてお答えいたします。

食肉施設を通さないものにつきましては、現在想定しているのは浦臼町内
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の猟友会のハンターさんが撃ったものを直接減量化施設に搬入するというこ

としか想定しておりません。

その場合、Ａの減量化施設から出た最後のごみについては、一般廃棄物と

なります。

食肉加工施設を通して出てきたものについては、最後の処分が産業廃棄物

ということになりますので、最後のごみの処理の方法が変わってきますので、

そこを一緒の施設にしてしまいますと、産廃なのか一廃なのかというところ

が出てきますので、あくまでも食肉加工施設を通すものについてはＢの方し

か入れない。

それで、Ｂから出てきたものについては産廃なので、産廃として最終処分

するという計画で現在おります。

それと、アイマトン社の方に入りまして、全く使えないというものに判断

したものについても、基本的にはペットフード、何かに使えるとお話しして

おりますので、必要な部分をとって、出していくと。それについてはあくま

でもＢ棟の方に入れると。

なので、アイマトンの食肉加工施設に入ったものがそのまま外に出て、Ａ

の方に入っていくということは全く想定していません。

Ａの方に入るのは、あくまでも浦臼町内のハンターさんが食肉加工施設を

通さないで、ただ単に処分したいというときに使う施設だと判断しています。

それから、２点目の事業系廃棄物の関係ですけれども、議員ご指摘のとお

り一般の事業系廃棄物ということで、最終的に焼却処分していただくという

想定でおりますので、そこには費用がかかってくるものと思っております。

ただ、現在まだ稼働していないところもありまして、年間、事業系の廃棄

物として出てくるその最終的なごみの量がどれぐらいになるかというのが、

まだ想定できておりませんので、その辺の費用がどれぐらいかかるかという

のは今の段階でははっきりと申し上げることはできません。

最後に、エスパス菌についての安全の担保といいますか、道もしくは国の

方の安全性の基準ということにつきましては、今後道と協議しながら、その

辺をつくっていただくようにしていきたいなと思っております。

先ほどおっしゃられたように、今車田主幹、道から派遣されてきておりま

すので、窓口になっていただいて、その辺を今後詰めていきたいなと思って

おります。

以上です。

○７番（牧島良和君）

終わります。

○議 長

次に、発言順位５番、柴田典男議員。

柴田議員。

○３番（柴田典男君）

第２回定例会において、私の方から町長に対し、質問１点、１点について
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は提言的なものでありますけれども、させていただきたいなと思っておりま

す。

１点目の質問でございますが、人・農地プラン（地域農業マスタープラン）

でありますが、本町の現状についてお伺いしたい。

農業者の高齢化が今後さらに進むことが考えられる。農業者の確保、新規

就農者への取り組み、農地保全の維持に向けて、本町として今後どのような

対策をとらなければならないのか。

１点目として、年代別の農地保有状況をお伺いしたい。

２点目として、将来に向けての問題点、課題は何かをお伺いしたい。

３点目として、本町として今後どのような対策を考え、農業維持、保全を

考えているのかお伺いしたいと思います。

２点目に、提言という形になるのかどうかわかりませんけれども、道内に

おける浦臼ふるさと会の開催を考えてはどうか。

本町出身者との交流会、情報発信の場として、東京浦臼会があり、長期に

わたり有意義な交流を進めております。

道内においても、さまざまな市町村において活躍されている方々がおり、

ふるさとを応援したいと考えている。

定年後にはふるさとで暮らしたいと考えている方々もいらっしゃるとお聞

きしております。

そのような方々のためにも、ふるさと会を道内で開催し、情報発信や交流

の場とすることによって、本町への応援をお願いする場を設けることも今後

必要と考えるが、いかがでしょうか。

以上、２点であります。

○議 長

答弁をお願いします。

横井課長。

○産業振興課長（横井正樹君）

柴田議員の１点目、人・農地プラン（地域農業マスタープラン）の本町の

現状に関するご質問にお答えいたします。

一つ目の年代別の農地保有状況についてですが、２０歳代は３ヘクタール、

３０歳代は４８６．８ヘクタール、４０歳代は３６７．７ヘクタール、５０

歳代は９５４．２ヘクタール、６０歳代は８５３．９ヘクタール、７０歳代

は３４４．４ヘクタールとなっております。

二つ目の将来に向けての問題点、課題ですが、農家戸数の減少や農業従事

者の高齢化、後継者不足、労働力不足など多くの課題があり、農地の有効利

用や継続可能な経営、地域農業を支える担い手の確保など、個々の農業者の

安定的な農業経営とともに、地域農業全体が維持持続できるかが今後の問題

点ではないかと考えます。

三つ目の今後どのような対策を考え、農業維持・保全を考えるのかですが、

スマート農業の推進や基盤整備による圃場の整備、人・農地プランを活用し
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た農地の利用集積・集約化を一体的に進め、課題等の解決に向けて取り組ん

でまいります。

以上です。

○議 長

２点目の答弁お願いします。

石原課長。

○総務課長（石原正伸君）

２点目のご質問にお答えいたします。

本年６月２日に、第２７回東京浦臼会が東京都恵比寿で約６５名の方々の

参加者で盛大に開催されてございます。

また、近年では北海道フェアｉｎ代々木での農産物直売の実施など、ふる

さと浦臼町を遠方よりＰＲ応援していただいているところでございます。

議員ご指摘のとおり、北海道内に在住で浦臼町を応援していただいている

方々も多いかと思いますので、地域住民の方々から情報提供をいただき、札

幌地区のふるさと会の設立に向けて、今後努力してまいりたいと思います。

以上でございます。

○議 長

それでは、再質問ありますか。

柴田議員。

○３番（柴田典男君）

きょうの一般質問の中では、私を含め、先ほど午前中に折坂議員の方から

も本町の農業をどうするんだということで一般質問がございまして、町の方

からそれぞれこういうことを考えているんだというお伺いをいたしました。

私も違う視点からの今回質問でありました。

今の課長の答弁の中で、１文、多分読み忘れたのだと思いますが、特効薬

がないというところがあるものですから、この対策に特効薬はないんだよと

言おうと思ったら、その部分だけ言わなかったので、言う効果がなくなっち

ゃったのですが、危機感なんですね。

農業に対して、今本町の役所としてどういう危機感を持っているかという

ところを私はお伺いしたいと思って、この質問に至りました。

ですから、この答弁は非常に教科書どおりの答弁なんです。

本町としてどうなのかという、本当にとらえているのかなというところを

お伺いしたかったのですが、非常に残念です。

ですから、一つ目の質問で、年代別の面積を教えてくださいといったとき

には、これ、できればまず５歳単位、そしてそれぞれの５歳単位の中に戸数

が何戸あるのか、何名の農業者がいるのか。

それぞれの年代の中に後継者がいるのか、いないのかというところまで、

実は答弁を求めていたんですが、今回これは含まれていないですが、どうで

しょう、これはお答えできますか。

これで再質問終わっちゃいますか。
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○議 長

いや、続けて質問してください。

○３番（柴田典男君）

それ１点お聞きすることにします。

それから、結局、ですから、後段でこれからスマート農業の推進や基盤整

備事業による圃場の整備、人・農地プランを活用した農地の利用集積、集約

化を進めたいと。本当に教科書どおりなんですね。

これ、スマート農業の推進であったり整備事業ということは、既に中堅ど

ころがこれから農業をやっていこうということで、圃場をでかくして今話題

になっている農作業の自動化について取り組んでいきたいと。確かにこうい

う方々は意欲的にいます。

私が問題にしたいのは、先ほど言った６０歳代で８５３．９ヘクタール、

一応示された資料ですよ。７０歳代で３４４ヘクタールとおっしゃった。こ

れ合わせて１，２００ヘクタールが６０歳以上の方々の農地なんです。

これからこの方々が１０年後にはもうさらにまた１０歳上がるわけです

ね。これが今抱えている、本町に限らない農業の問題だと思うんです。

それをどうしようか、行政としてどう取り組んでいこうかというところを

お聞きしたかった。

○議 長

それでは、答弁願います。

横井課長。

○産業振興課長（横井正樹君）

ご質問にお答えいたします。

ただいまありました５歳単位、戸数、農業者数と後継者のあり、なしのと

ころについては、現在資料を持っておりませんので、ここで正確にお答えす

ることはできません。申しわけありません。

それから、今言われた６０歳代以上のここをどうするかというところも、

今ちょっと待ってくださいというか、そこをちょっと用意していなかったと

いうところもありまして、申しわけございません。ちょっとお答えできない

でございます。すいません。

○議 長

再々質問ありますか。

柴田議員。

○３番（柴田典男君）

ですから、資料としてはできるはずなんですよ。人・農地プランの資料を

全部集めればいいわけですからね。

例えば、わからなければ農業委員会の方へ行って聞くこともできるわけで

すから、本当に今うちの町って、年代が上がっている人たちが多いのだなと

いったときに、これから１０年後、これは大変だぞという気持ちがあれば、

申しわけないですけれど、その資料はつくると思います。
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ですから、自分も今高齢者の方に入ってきたので、自分は農業者として高

齢者になってきて、では、将来どうしたらいいのかなという、自分を含めて

周りに大勢の方々がいらっしゃるのでこういう質問をさせていただいており

ます。

ですから、この人・農地プランというのは、いわゆる農地を集約化して、

若い人にリタイアしてください。力のある人に農地を集めましょうというの

が、言ってみればこの人・農地プランの政策なんですね。

およそ人、３０ヘクタールに平均でつくればいいのではないかという政策

が、この人・農地プランなんですが、果たしてそれでいいのかということな

のであります。

午前中の折坂議員で、家族経営だという、そういうところの指摘もあった

んですけれども、実際の今の農業者が家族経営が主体的な形が多いので、そ

れはそれで間違いないと思うんですが、しかしほかの町を見ていったときに、

リタイアされた農地を請け負っていく法人がそれぞれ意外とほかの町にはあ

るんですね。

うちの町がもしリタイアがこれからふえていったときに、それが心配なわ

けです。

今のところ農業委員会が優秀なので、農地を余すことなく、賃貸であった

り、売買であったりと、遊休農地は出さないでいます。

北海道は特に結構遊休農地は意外とないのですが、そこら辺でやっぱり本

気の意味で行政が主体となって、やっぱり農協とか農業委員会、そういう方

々との懇談の場は確かに再生協議会というのはありますけれども、そうでは

なくて、もっと本気でうちの町をどうしていこうかという検討する場所は必

要なのではないでしょうか。町長、どうでしょうか。

○議 長

答弁お願いします。

斉藤町長。

○町長（斉藤純雄君）

柴田議員のおっしゃっているとおりだと思います。

議員の質問あった後に、私も何カ所かいろんな資料を拝見しました。

そして、うちの町でできないものもありますけれども、できるのにしてい

ないというものも結構あったなという思いがあります。

それから、細かい部分の分析が非常にうちの町は劣っているなという思い

がありますし、何とか今言われたように、農業委員会とか関係と協議会をつ

くりながら、真剣に検討してみたいと思っております。

以上です。

○議 長

それでは、２点目の再質問をお願いします。

○３番（柴田典男君）

２点目、北海道でふるさと会はどうですかということで、設立に向けて今
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後努力していきたいということなんですが、なぜ私が今回こういう質問に至

ったのかというと、まず１点がいわゆる佐藤木材の関係です。

ふるさとに工場を建てたいということで、昨年浦臼町に見えられて、最初

は残念ながら無いよ、ということで帰っちゃったのが始まりなんですが、そ

れともう一点は役場の職員が退職されて、我がふるさとの近くに家を買って

行ってしまった。名前言わなくてもわかると思うんですけれども。

結局、定年を迎えて、ふるさとの近くに家を買って住みたいなということ

で行ったのでしょうと思います。

それから、こういう年になって、私の同級生もそれぞれ定年退職の人々が

ふえてきて、同級生との懇談の場があったりしたときに、我が浦臼町のふる

さとの情報がなかなか札幌市あたりですと届いていないなというのを随分感

じるものですから、これはやっぱり札幌市でもこういうふるさと会を開いて、

町の情報発信、あるいは交流の場ということで、うちの町の応援をぜひして

いくことによって、うちの町も活性化されるのではないかというのが一つの

思いであります。

どこの町だかわかりませんけれど、ちょっと忘れましたけれど、定年後の

住宅を我が町でふるさとでやりませんかということで、応援している町もた

しかあったような気もします。

グランドデザインの説明もありますけれど、グランドデザインの中でも農

産物を札幌市に行って直販してみたり、農業体験を実施している、あるいは

マラニックなどで交流人口をふやそうとしている、そういったそれぞれのイ

ベントを確かにやっていますけれども、もっと積極的にうちの町から、札幌

が中心になろうかと思うのですけれども、そういうところへ行って、うちの

町、皆さんのふるさとですということで、ぜひ応援してほしいのだと、今本

当に人口も減ってきて、皆様の何か知恵もありませんかということでやれば、

本当に今回の佐藤建材ではありませんけれども、よし、応援しようという企

業なり工場なりが出てくる可能性もあるわけですから、そこら辺のぜひ本気

で検討していただきたいと思いますけれども、町長、どうですか。

○議 長

答弁願います。

斉藤町長。

○町長（斉藤純雄君）

町長になってすぐだったと思いますけれども、札幌市につくりたいという

のは多分だれか議員さんと話したことは飲み会ではあったかなと思って。

普通、どの町も道内を先にやって、それから関西だったり東京だったりと

いうのが多いパターンみたいでありますけれども、何とかいろんな情報をも

らいながら、札幌市につくりたいなという思いは強いので、積極的にちょっ

と動いてみたいと思います。

以上です。

○議 長
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再々質問ございますか。

○３番（柴田典男君）

終わります。

○議 長

それでは、発言順位６番、髙田英利議員。

髙田議員。

○１番（髙田英利君）

それでは、第２回定例会におきまして、新人、私が質問をさせていただき

ます。よろしくお願いをいたします。

それでは、まず１点目でございます。

行政区の再編についてということでご質問をさせていただきます。

住民の高齢化、独居世帯の増加などの事情により、町内会の活動が今後厳

しい町内会がある状況にあると思われます。

今は活動できている町内会も将来的には活動が厳しくなる町内会もあるの

ではないかと思いますし、５年後、１０年後と世帯主の年齢も当然上がって

いく状況にあります。

そして、また人口も減少が予想される状況の中で、今後人口推移、あるい

は町内会の人口の推移など、参考資料が当然役場の中にもあろうかと思いま

す。

そんな資料なども参考にしながら、再編を進める必要があるかと考えます

が、いかがお考えでしょうか。

２点目、公共交通についてでございます。

来年の５月、ＪＲの廃止により浦臼町の公共交通が大幅に見直される必要

があると思われます。

また、現在どのような状況の中で進めているのかお伺いをいたしたいと思

います。

まず、１点目でございます。

浦臼月形間の公共交通の交通手段については、どのような交通手段で行う

のかお伺いをいたしたいということでございます。

２点目、浦臼美唄線の新設はあるのか、またどのような交通手段で進めて

いくのか。

３番目でございます。上記２点の線も含め、総合的にこれからの浦臼町の

公共交通のあり方、方針はどのような考えでいくのかお聞かせ願いたいと思

います。よろしくお願いいたします。

○議 長

答弁願います。

斉藤町長。

○町長（斉藤純雄君）

髙田議員のご質問にお答えをいたします。

行政区再編につきましては、平成２９年第２回定例会並びに平成３０年第
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４回定例会において、柴田議員からご質問を受けており、町内会長会議にお

いて、高齢化と世帯数の減少に伴い、町内会活動など町内会の運営に関する

見通しなどご意見をいただいていた経緯がございます。

その時点では、高齢化が進んでいる状況にあるものの、近々の課題として

上げている町内会は少ない状況でありましたが、近い将来、全町的な行政区

の再編を検討する必要があると考えており、議員と同じ認識であります。

今後、町全体の再編について、どのように進めるべきか検討してまいりま

すが、近々の課題として、晩生内第２町内会の再編について早期に検討する

必要があると考えておりますので、晩生内住民組合や地域住民の方々のご意

見を聞きながら、協議を進めてまいりたいと思っております。

２点目のご質問にお答えをいたします。

浦臼町から月形町の代替交通につきましては、牧島議員のご質問でお答え

をしたとおり、代替バスによる運行を予定しております。

現在、ＪＲ札沼線代替バス運営協議会では、浦臼町から月形町間は株式会

社美唄自動車学校が５往復１０便を１４人乗りのワゴン車で運行する方向で

進めております。

次に、浦臼町から美唄市への路線につきましては、現在、美唄駅に接続す

るデマンド式の乗り合いタクシーでの運行を第１に検討しておりますが、浦

臼奈井江間の土日祝日運行との関連がありますので、事業者の対応や利用見

込み、経費等を総合的に勘案しながら慎重に検討してまいりたいと思ってお

ります。

次に、総合的な公共交通の方針についてのご質問ですが、現在も利用者や

地域の意見を聞きながら、地域公共交通会議にて検討し、決定しております

ので、ＪＲ廃線後の代替交通につきましても、これまでと同様に進めてまい

りたいと考えております。

以上でございます。

○議 長

それでは、再質問ございますか。

髙田議員。

○１番（髙田英利君）

今、町長の答弁をいただきましたけれども、町長も進めるべきであるとい

う認識であるとお伺いをいたしました。

また、第２町内会と具体的な町内会の名前も出していただきましたけれど

も、私の考える再編については、第２町内会もしかりなんですが、やはり第

２町内会のほかにも今後町内会活動が厳しくなるであろうことが予想される

町内会が当然あるという声も聞いておりますし、また晩生内住民組合という

ことで、ちょっと組織名も出していただいておりますけれども、晩生内住民

組合が晩生内の諸問題をすべて網羅をして解決していけるという組織ではな

いと私は考えております。

住民組合に相談をしてはだめだということではないんですけれども、この
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問題は住民組合というよりは、やはり町内会それぞれの皆さんの問題として

とらえていっていただきたいなと思いますし、今後検討委員会等の設置、す

ぐ設置かどうかはわかりませんけれども、設置なども含めまして、やはり地

域住民の意識の改革といいますか、そういった意識を持っていただくという

考えも必要ではなかろうかなと思います。どうでしょうか。

○議 長

答弁お願いします。

斉藤町長。

○町長（斉藤純雄君）

５年、１０年先を考えると、当然これは晩生内地区だけではないと。浦臼

町全体の問題であるという認識は、柴田議員の質問のときから言っているこ

とでありますけれども、晩生内地区がこの町内会の問題、運営について非常

に厳しいというお答えだったものですから、町内を再編する検討をしても、

多分晩生内地区が浦臼町７区一緒になるとか、そんな再編にはならないのだ

ろうなと。

まず、できることは、晩生内地区の今ある１、２、３をどう有効に再編す

ることによって、晩生内の人の日々の町内会の運営のマイナスの部分をなく

していくかということではないかという思いをしておりますので、全体の検

討委員会というか、何を立てて何をどう検討していくかということを今考え

ております。

ただ、一番近々の問題としては、晩生内なのかなと。晩生内は今黄色いハ

ンカチ運動でしたか、何かそんな運動もやっているということを聞いて、大

変まとまって、地域でいろんな方を見守るという活動をされていることであ

りますので、再編の協議については当然行政指導でやらなくてはいけないと

思っておりますけれども、スムーズにいくのではないかと期待をしていると

ころであります。

以上でございます。

○議 長

再々質問ございますか。

髙田議員。

○１番（髙田英利君）

質問という形になるかどうかわかりませんけれども、黄色いハンカチ運動

というのは、柴田議員さん発案のもとで進めている事業でございますけれど

も、それらも含めまして、晩生内住民として一致団結して地域住民のために

活動していこうという活動内容でございますけれども、私が思うところは、

当然晩生内が今優先的に困っている、どうかしたいんだという話が出たのは

確かでありますけれども、これからも全町的な形の中で、町がこうしなさい、

ああしなさいという形も必要かもしれませんけれども、住民の方からもやは

り考えるべきではないかなという形に持っていくことも大切ではないかなと

思います。
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以上です。

○議 長

斉藤町長。

○町長（斉藤純雄君）

多くの方、住民の声を聞きながら進めていきたいと思っています。

以上です。

○議 長

次に、２点目の再質問ございますか。

髙田議員。

○１番（髙田英利君）

まず、お答えいただきました浦臼月形間につきましては、５往復１０便と

いうことでお話がありましたが、これにつきましてはどういう根拠で５往復

１０便という形になったのかお聞かせ願いたい部分がありますのと、ちょっ

と、私、認識不足なんですが、月形高校へ通学されている学生さんがおられ

るかと思われますが、これらにつきましても進学の状況によっては数が増減

したり、あるいは学生が年によってはいなくなるという場合も当然あろうか

なと思いますけれども、まずは５往復１０便についてどういう根拠を持って

想定されたのかということをお聞かせ願いたいかなと思いますし、これらに

つきましても土日の運行もどう考えておられるのかなという部分がありま

す。

そして、また今美唄自動車学校さんと検討されているというお考えでござ

いますけれども、浦臼町の公共交通、おおむね、ほぼほぼ美自校さんとの契

約というか美自校さん頼りの今状況ではないかなと思います。

美自校さんも事業者ですから、いつ何があるかわかりませんけれども、万

が一美自校さんが、この事業は厳しいよと言われた場合、ほかの事業者を探

すのか、あるいは大幅な見直しをかけて何とか美自校さんに残っていただく

のかな、そんな心配もしないわけではないのですが、その辺いかがかなと思

っておりますし、また浦臼駅の跡地の利用も先ほどから話が出ておりますけ

れども、これらも公共交通の拠点として、当然利用していくべきかなとも思

いますし、車両等の保管だとか、あるいは運行の基地としての車庫の設置な

ども検討に入れていただいて、進めていくのも一つの案かなと思いますが、

いかがでしょうか。

○議 長

答弁願います。

斉藤町長。

○町長（斉藤純雄君）

余り自信のある答弁ではありませんけれども、現在の札沼線、廃線する協

議の中で、ＪＲ北海道が今の鉄道よりも利便性を下げないのがまず条件とい

いますか、そういう中で考えていこうというのがありましたので、この１日

５往復というのは、現在月形高校へ通っている方もおりますので、その方た
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ちの通学、それから帰宅、それから部活で遅くなった便の帰宅みたいなとこ

ろを考えて５往復ということにしておりまして、今の鉄道の利用状況から見

ても、十分今以上に利便性が上がっているのかなと考えております。

それから、美自校さんが撤退されたらどうするという話ですけれども、美

自校は美自校で撤退してくれと町から言われたら困るみたいな話はずっと以

前からありまして、お互いそんなことはないということで今まではおつき合

いをずっとしておりますし、今回のこの事業につきましても、当然契約をし

ますので、そういった部分がお互いむだな懸念といいますか、心配事になら

ないように、ちゃんとやっていきたいと思っております。

それから、車庫等々の関係でありますけれども、当初その話も出てきまし

た。

ただ、今回、美自校さんが引き受けるのは路線バス事業という形なので、

バスは美唄自動車学校から出て来て、うちから月形間を走る、そういうこと

でありますので、車庫等々の整備は必要がなくなるということでありますの

で、それはそういうことになっております。

以上でございます。

○議 長

すいません、土日の運行についての答弁をお願いできますか。

斉藤町長。

○町長（斉藤純雄君）

通年を通してやりますので、土日祝日もずっと走るということであります。

以上でございます。

○議 長

再々質問ございますか。

髙田議員。

○１番（髙田英利君）

それでは、今までの路線は土日の運行は休んでいますよね。来年の４月か

ら奈井江線は土日の運行を始めるということで、月形線については土日もＪ

Ｒの今までの路線の延長上ということで、土日の運行はされるということの

ようですが、その辺うまく整合性がとれていないというか、その辺うまく調

整できないのかなという思いがありますし、美唄線とかも新設の予定がある

ということであれば、それらについての土日の運行、先ほどの答弁にもあり

ましたけれども、月形線が土日の運行があるのにということですよね。その

辺をうまく調整をしていただければなと思います。

○議 長

答弁をお願いします。

斉藤町長。

○町長（斉藤純雄君）

札沼線の廃線の当初から、札幌市へ行く道がなくなるので、私、浦臼奈井

江間は土日も祝日も必要だよという主張はずっとしてきました。
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そして、それをＪＲ側もかなりの部分で協力してくれて、鉄道はずっと休

みなく動いていましたから、そのとおりに。

それから、浦臼奈井江間については土日、それから祝日も運行経費を見て

もらう、それを２０年間見てもらうということになっております。

浦臼美唄間も早い特急で、例えば札幌市へ行くときに美唄から乗るのが早

いという思いがありましたので、その部分についてもＪＲと協議をしながら、

支援していただいているんですけれども、結局業者が美唄自動車学校ばかり

なんですね。

そうすると、今、運転手とかそういう人材を確保するのも大変だという問

題もありまして、あとどのぐらいの人数が本当に乗ってくれるのかという、

途中の商業施設へ寄りませんので、例えば浦臼町の駅から美唄市の駅までと

いう形を考えていますので、そういったことも含めて、今デマンド型を第１

には考えておりますけれども、何とかそういうことで進めたいなと思ってお

ります。

以上です。

○議 長

以上で、一般質問を終わります。

ここで、暫時休憩といたします。会議の再開は３５分といたします。

休憩 午後 ２時２７分

再開 午後 ２時３５分

○議 長

休憩を閉じ、会議を再開いたします。

◎日程第６ 報告第１号

○議 長

日程第６、報告第１号 繰越明許費繰越計算書の報告についてを議題とい

たします。

提案理由の説明を求めます。

城宝主幹。

○総務課主幹（城宝睦己君）

議案書の４ページをお開きください。

報告第１号 繰越明許費繰越計算書の報告について。

平成３０年度浦臼町一般会計予算の繰越明許費は、別紙のとおり翌年度に

繰り越したので、地方自治法施行令第１４６条第２項の規定により報告する。

令和元年６月１８日提出

浦臼町長 斉藤純雄

提案理由につきましては、地方自治法施行令の規定により、５月３１日ま

でに繰越計算書を調製いたしましたので、今回その内容をご報告させていた
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だくものでございます。

次のページをお開きください。

ここに記載の事業につきましては、平成３０年度浦臼町一般会計補正予算

第７号におきまして、繰越明許費の補正の議決をいただきました事業でござ

います。

５款農林水産業費、事業名、道営農地整備事業（経営体育成型）負担金と

いたしまして、金額２，７０７万５，０００円。翌年度繰越額は２，３９２

万５，０００円でございます。財源内訳につきましてはその他といたしまし

て２，０９３万３，０００円、一般財源２９９万２，０００円でございます。

以上が、報告第１号の内容でございます。よろしくお願いします。

○議 長

これより、質疑を行います。質疑ありませんか。

［「なし」と言う人あり］

○議 長

これをもって、質疑を終わります。

報告第１号 繰越明許費繰越計算書の報告については、報告済みといたし

ます。

◎日程第７ 報告第２号

○議 長

日程第７、報告第２号 浦臼町土地開発公社の経営状況の報告についてを

議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

城宝主幹。

○総務課主幹（城宝睦己君）

議案書の６ページをお開きください。

報告第２号 浦臼町土地開発公社の経営状況の報告について。

地方自治法第２４３条の３第２項の規定により浦臼町土地開発公社の経営

状況を別冊のとおり報告する。

令和元年６月１８日提出

浦臼町長 斉藤純雄

提案理由につきましては、地方自治法の規定により浦臼町土地開発公社に

係る平成３０年度事業報告及び決算報告並びに平成３１年度事業計画及び事

業予算に関する書類を作成し、今回その内容を報告させていただくものでご

ざいます。

初めに、平成３０年度の事業並びに決算状況をご説明申し上げます。別冊

平成３０年度事業報告書及び収入支出決算書の１ページをお開きください。

当年度の事業につきましては、平成２８年度より計画を進めてまいりまし

た旧田宮団地分譲事業につきまして、２区画の分譲を開始するととともに、

附帯する町道用地等は浦臼町へ寄付を行いました。
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また、仮称でございますが、浦５分譲地事業につきましては、旧田宮団地

分譲事業の販売状況や町内動向を勘案し、計画を進めてまいることといたし

ました。

次に、理事会の開催状況でございますが、当年度につきましては２回開催

してございます。

内容につきましては、記載のとおりでございますので、ご高覧いただきた

いと存じます。

続きまして、決算状況をご報告いたしますので、次のページをお開きくだ

さい。

浦臼町土地開発公社決算報告の（１）決算運用書をごらんください。

収入決算額につきましては、前年度繰越金が５６４万７，０３８円、受取

利息が５５４円となりまして、合計５６４万７，５９２円でございます。

次のページをお開きください。

支出執行状況につきましては、人件費及び経費を合わせました一般管理費

が１３万９０円、繰越金が５５１万７，５０２円となりまして、合計５６４

万７，５９２円でございます。

詳細につきましては、次ページ以降の損益計算書、貸借対照表、財産目録、

出資金明細表、キャッシュフロー計算書をご高覧いただきたいと存じます。

続きまして、令和元年度事業計画及び収入支出予算についてご説明申し上

げます。

別冊、令和元年度事業計画書及び収入支出予算書の１ページをお開きくだ

さい。

令和元年度の事業計画につきましては、（１）といたしまして、旧田宮団

地分譲事業、２区画の宅地分譲事業を計画しており、金額は３７３万１，０

００円でございます。

次に、（２）町道南２丁目線用地売却事業といたしましては、町道南２丁

目線道路改良舗装事業に伴う道路用地といたしまして、浦５分譲地の一部の

売却事業を計画してございます。金額は３２万６，０００円でございます。

次に、４ページをお開きください。

平成３１年度浦臼町土地開発公社収入及び支出予算でございますが、今年

度予算額は総額９４０万７，０００円を計上してございます。

次のページをお開きください。

収入につきましては、前年度繰越金が５３４万５，０００円、完成土地売

却収入３７３万１，０００円、未成土地売却収入３２万６，０００円、受取

利息５，０００円を計上してございます。

次のページをお開きください。

支出につきましては、事業費といたしまして、用地造成費６７５万円、人

件費と経費を合わせました一般管理費といたしまして４０万３，０００円、

予備費５万円、繰越金２２０万４，０００円を計上してございます。

人件費並びに経費明細書につきましては、次ページをご高覧いただきたい
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と存じます。

以上、概要をご説明申し上げまして、浦臼町土地開発公社の経営状況のご

報告とさせていただきます。よろしくお願いいたします。

○議 長

これより、質疑を行います。質疑ありませんか。

［「なし」と言う人あり］

○議 長

これをもって、質疑を終わります。

報告第２号 浦臼町土地開発公社の経営状況の報告については、報告済み

といたします。

◎日程第８ 承認第２号

○議 長

日程第８、承認第２号 専決処分した事件の承認についてを議題といたし

ます。

提案理由の説明を願います。

城宝主幹。

○総務課主幹（城宝睦己君）

議案書の７ページをお開きください。

承認第２号 専決処分した事件の承認について。

地方自治法第１７９条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分したの

で報告し、承認を求める。

令和元年６月１８日提出

浦臼町長 斉藤純雄

次のページをお開きください。

専決処分書。

地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき、次のとおり専決処分する。

専決事項 令和元年度浦臼町一般会計補正予算（第１号）。

令和元年５月１３日

浦臼町長 斉藤純雄

一般会計補正予算書（第１号）につきまして、予算書にてご説明申し上げ

ます。

承認第２号 令和元年度浦臼町一般会計補正予算（第１号）。

元号を改める政令の施行に伴い、施行期日以降は「平成３１年度浦臼町一

般会計予算」の名称を「令和元年度浦臼町一般会計予算」とし、予算書にお

ける年度表記については「平成３１年度」を「令和元年度」と読みかえるも

のとし、「平成３２年度」以降も同様とする。

令和元年度浦臼町一般会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによ

る。

（歳入歳出予算の補正）といたしまして、
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第１条 既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ１８０万円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３５億９，５３０万円とする。

２ 歳入歳出の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。

令和元年５月１３日

北海道浦臼町長 斉藤純雄

初めに、歳入歳出予算の補正につきまして、歳出よりご説明いたします。

８ページをお開きください。

今回の補正につきましては、企業誘致活動に係る経費を追加するものでご

ざいます。

６款商工費、１項１目商工振興費、補正額１８０万円の追加でございます。

１３節委託料といたしまして、誘致企業が本町への進出を検討するために必

要となります地質データを提供するため、企業立地候補地の地質調査実施に

係る経費を追加するものでございます。

歳出合計１８０万円の追加でございます。

続きまして、歳入のご説明をいたします。６ページをお開きください。

２０款繰入金、１項１目基本財産繰入金、補正額１８０万円の追加でござ

います。財源調整に伴い財政調整基金からの繰り入れを行うものでございま

す。

歳入合計、歳出と同額の１８０万円の追加となってございます。

以上が、承認第２号 令和元年度浦臼町一般会計補正予算（第１号）の内

容でございます。十分ご審議いただき、承認賜りますようお願い申し上げま

す。

以上です。

○議 長

これより、質疑を行います。歳入歳出一括して質疑を受けます。質疑ござ

いませんか。

［「なし」と言う人あり］

○議 長

これをもって、質疑を終わります。

これより、討論を行います。討論ありませんか。

［「なし」と言う人あり］

○議 長

これをもって、討論を終わります。

これより、承認第２号 専決処分した事件の承認についてを採決いたしま

す。

本案を原案のとおり決定することに賛成の議員は起立願います。

（賛成者起立）

○議 長

起立全員です。
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したがって、承認第２号 専決処分した事件の承認については原案のとお

り承認されました。

◎日程第９ 議案第２２号

○議 長

日程第９、議案第２２号 令和元年度浦臼町一般会計補正予算（第２号）

を議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

城宝主幹。

○総務課主幹（城宝睦己君）

議案第２２号 令和元年度浦臼町一般会計補正予算（第２号）。

令和元年度浦臼町一般会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによ

る。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ１億５，９４１万８，００

０円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３７億５，４７

１万８，０００円とする。

２ 歳入歳出の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。

令和元年６月１８日提出

北海道浦臼町長 斉藤純雄

初めに、第２表地方債の補正についてご説明いたします。６ページ目をお

開きください。

初めに、１．追加でございます。

起債の目的、ラウネナイ川改修事業、限度額１，２３０万円でございます。

ラウネナイ川改修に係る調査設計業務に係るものでございます。

次に、西２条通線歩道改修事業、限度額７７０万円でございます。町道西

２条線歩道改修工事に係るものでございます。

次に、２．変更でございます。

起債の目的、橋梁長寿命化事業、限度額を１，０５０万円から１，１１０

万円に変更するものでございます。浦臼内川橋、東牧橋及び拓殖橋の長寿命

化事業に係る調査設計及び補修工事に係るものでございます。

次に、舗装長寿命化事業でございます。限度額を１，５４０万円から１，

５９０万円に変更するものでございます。町道中央線道路舗装工事に係るも

のでございます。

次に、聖園川改修事業でございます。限度額を１，９００万円から１，９

５０万円に変更するものでございます。聖園川改修工事に係るものでござい

ます。

起債の方法につきましては、証書借り入れ、利率につきましては６．５％

以内といたします。ただし利率見直し方式で借り入れる資金について、利率



－ 52 －

見直しを行った後においては、当該利率見直し後の利率とするものでありま

す。

償還方法につきましては、政府資金につきましては、その融資条件による

ものとし、銀行その他の場合につきましてはその債権者と協定するものによ

るものといたします。ただし財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮

し、または繰上償還もしくは低利に借りかえることができるものといたしま

す。

続きまして、歳入歳出予算の補正につきまして、まず歳出よりご説明を申

し上げます。１０ページをお開きください。

主なものについてご説明させていただきます。

２款総務費、１項３目企画費、補正額３，０６０万円の追加でございます。

１３節委託料につきまして、来年５月に廃線となりますＪＲ札沼線の記録映

像を２カ年にわたって制作するため、本年度分の業務委託料を計上するもの

でございます。１９節負担金補助及び交付金につきましては、ＪＲ札沼線廃

線日に向けたイベント開催や記念品の制作等の取り組みを実施するための商

工会等への補助金及び民間賃貸住宅等建設補助金、木造２階建てメゾネット

式１棟、２ＬＤＫ４戸、３ＬＤＫ２戸に対する建設補助金でございます。

８目諸費、補正額１７３万円の追加でございます。８節報償費つきまして、

町政功労者表彰及び名誉町民推挙に係る記念品等でございます。町政功労者

１名、特別表彰者３名、名誉町民１名分となってございます。１９節負担金

補助及び交付金につきましては、鶴沼第１会館の床改修及び会議用いす、テ

ーブルの購入に対する補助金でございます。

３款民生費、１項５目障害者福祉費、補正額９２万７，０００円の追加で

ございます。１３節委託料につきまして、報酬改定、制度改正等に対応する

ため、障がい者福祉システムの改修業務を委託するものでございます。

２項５目児童福祉施設費、補正額１，８７１万４，０００円の追加でござ

います。２３節償還金利子及び割引料におきまして、認定こども園運営事業

者へ交付しております施設型給付費の給付実績減少に伴い、平成３０年度に

受け入れ済み補助金を歳出予算より返還するものでございます。

５款農林水産業費、１項５目農業振興費、補正額９，０００万８，０００

円の追加でございます。１６節原材料費につきまして、農業用ハウス強靭化

緊急対策事業の実施に必要な資材購入費となってございます。１９節負担金

補助及び交付金につきましては、町内民間事業者が交付金の割り当て内示を

受けました食料産業６次産業化交付金事業に係る交付金を間接補助により交

付するものでございます。事業内容といたしましては、耐候性ビニールハウ

スハウス３棟設置、及び附帯施設並びに設備の導入となってございます。

６款商工費、１項１目商工振興費、補正額５６０万２，０００円の追加で

ございます。１１節需用費につきまして、消費者被害防止啓発物品といたし

まして、パンフレット、タオル等を購入し、町内全戸配布やイベント等での

配布を行うものでございます。３節、１２節、１３節、１９節につきまして
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は、それぞれ国庫補助事業により実施するプレミアム付商品券発行に要する

予算を計上してございます。委託料につきましては、プレミアム付商品券の

発行業務に必要となりますパッケージシステムの導入業務委託となってお

り、負担金補助及び交付金につきましては、本プレミアム付商品券発行事業

の実施に伴い商工会に対して交付する補助金となってございます。

７款土木費、１項２目道路維持費、補正額４２３万円の減額でございます。

町道南２丁目線道路改良舗装の事業精査により、来年度実施に向けて検討す

ることとし、１３節委託料、１７節公有財産購入費につきまして、それぞれ

減額するものでございます。

１項３目橋梁維持費、補正額１３０万円の追加でございます。橋梁長寿命

化に係る予算の認可に合わせ、事業種目の組みかえを行うものでございます。

１３節委託料におきまして、調査業務に係る予算を追加し、１５節工事請負

費におきまして、補修工事に係る予算を減額するものでございます。

２項２目河川維持費、補正額１，２００万円の追加でございます。１３節

委託料につきまして、ラウネナイ川の改修に必要な調査業務となっており、

調査延長につきましては４２０メートルでございます。

９款教育費、２項１目学校管理教育振興費、補正額２２万円の追加でござ

います。１８節備品購入費につきまして、小学校における理科教育並びに算

数教育に必要な教材の購入に係るものでございます。

９款教育費、３項１目学校管理教育振興費、補正額１７万円の追加でござ

います。１８節備品購入費につきまして、中学校における理科教育及び数学

教育に必要な教材の購入に係るものであります。

歳出合計１億５，９４１万８，０００円の追加でございます。

以上が、歳出についてのご説明でございます。

続きまして、歳入についてご説明申し上げます。８ページをお開きくださ

い。

１３款国庫支出金、２項６目教育費国庫補助金、補正額５９万６，０００

円の追加でございます。理科教育設備整備費等補助金でございます。補助率

は２分の１でございます。

７目商工費国庫補助金、補正額５３５万８，０００円の追加でございます。

国庫補助事業に実施するプレミアム付商品券発行事業に係るものでございま

す。補助率は１０分の１０となってございます。

１４款道支出金、２項４目農林水産業費道補助金、補正額８，９９５万１，

０００円の追加でございます。農業用ハウス強靭化緊急対策事業及び食料産

業６次産業化交付金に係るものでございまして、補助率はそれぞれ補助対象

経費の２分の１でございます。

６目商工費道補助金、補正額２４万２，０００円の追加でございます。消

費者行政推進事業補助金でございます。定額補助となってございます。

１９款町債、１項５目土木債、補正額１，７４０万円の追加でございます。

道路橋梁事業債並びに河川事業債として借り入れする各起債対象事業につき
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まして、追加、変更及び減額により起債予定額を調整するものでございます。

２０款繰入金、１項１目基本財産繰入金、補正額４，５７４万７，０００

円の追加でございます。財源調整といたしまして、財政調整基金から繰り入

れするものでございます。

歳入合計、歳出と同額１億５，９４１万８，０００円の追加でございます。

以上、議案第２２号 令和元年度浦臼町一般会計補正予算（第２号）の内

容でございます。十分ご審議いただき、議決賜りますようお願い申し上げま

す。

以上でございます。

○議 長

これより、質疑を行います。歳入歳出一括して質疑を受けます。質疑あり

ませんか。

牧島議員。

○７番（牧島良和君）

１３ページの保健センター等管理費、工事請負費、保健センター排煙窓改

修工事、どの部分でどのようなふぐあいとお聞きしましょうか。

○議 長

答弁お願いします。

齊藤課長。

○長寿福祉課長（齊藤淑恵君）

牧島議員のご質問にお答えいたします。

この改修工事につきましては、保健センターのホールの排煙窓が機能訓練

室、展示コーナーとホールが分かれているのですけれども、そこに６カ所窓

がございます。そこを緊急異常時に排煙用として上げるスイッチがあるんで

すけれども、それが老朽化に伴いまして、ダンパーが故障しているというか、

開閉にふぐあいが生じたために、それを改修するというもので計上させてい

ただいております。

以上です。

○議 長

ほかにございますか。

［「なし」と言う人あり］

○議 長

これをもって、質疑を終わります。

これより、討論を行います。討論ありませんか。

［「なし」と言う人あり］

○議 長

これをもって、討論を終わります。

これより、議案第２２号 令和元年度浦臼町一般会計補正予算（第２号）

を採決いたします。

本案を原案のとおり決定することに賛成の議員は起立願います。
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（賛成者起立）

○議 長

起立全員です。

したがって、議案第２２号 令和元年度浦臼町一般会計補正予算（第２号）

は原案のとおり可決されました。

◎日程第１０ 議案第２３号

○議 長

日程第１０、議案第２３号 令和元年度浦臼町国民健康保険特別会計補正

予算（第１号）を議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

中田主幹。

○くらし応援課主幹（中田帯刀君）

議案第２３号 令和元年度浦臼町国民健康保険特別会計補正予算（第１

号）。

元号を改める政令の施行に伴い、施行日以降は、「平成３１年度浦臼町国

民健康保険特別会計予算」の名称を「令和元年度浦臼町国民健康保険特別会

計予算」とし、予算書における年度表記については、「平成３１年度」を「令

和元年度」と読みかえるものとし、「平成３２年度」以降も同様とする。

令和元年度浦臼町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）は、次に定め

るところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１

表歳入歳出予算補正」による。

令和元年６月１８日提出

北海道浦臼町長 斉藤純雄

本補正予算につきましては、国民健康保険税の賦課の確定による補正とな

っております。

歳出より説明いたしますので、７ページをお開きください。

２款１項１目空知中部広域連合納付金について、財源更正を行うものとな

ってございます。歳出総額に増減はありません。

続きまして、歳入について説明申し上げます。５ページをお開きください。

１款１項国民健康保険税、１目一般被保険者国民健康保険税２２１万２，

０００円の減額でございます。国民健康保険税の賦課の確定によるものでご

ざいます。

５款繰入金、２項１目基金繰入金２２１万２，０００円の増額でございま

す。国保税の不足額を補うために財政調整基金を繰り入れるものでございま

す。

歳入総額についても、歳出同様に増減はありません。

以上が、議案第２３号 令和元年度浦臼町国民健康保険特別会計予算（第
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１号）の説明でございます。ご審議いただき、議決賜りますようお願い申し

上げます。

以上です。

○議 長

これより、質疑を行います。歳入歳出一括して質疑を受けます。質疑ござ

いませんか。

［「なし」と言う人あり］

○議 長

これをもって、質疑を終わります。

これより、討論を行います。討論ありませんか。

［「なし」と言う人あり］

○議 長

これをもって、討論を終わります。

これより、議案第２３号 令和元年度浦臼町国民健康保険特別会計補正予

算（第１号）を採決いたします。

本案を原案のとおり決定することに賛成の議員は起立願います。

（賛成者起立）

○議 長

起立全員です。

したがって、議案第２３号 令和元年度浦臼町国民健康保険特別会計補正

予算（第１号）は原案のとおり可決されました。

◎日程第１１ 議案第２４号

○議 長

日程第１１、議案第２４号 浦臼町森林環境譲与税基金条例の制定につい

てを議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

横井課長。

○産業振興課長（横井正樹君）

議案書９ページをお開きください。

議案第２４号 浦臼町森林環境譲与税基金条例の制定について。

浦臼町森林環境譲与税基金条例を次のように定める。

令和元年６月１８日提出

浦臼町長 斉藤純雄

提案理由につきましては、平成３０年度税制改正大綱において、森林環境

税及び森林環境譲与税の創設がなされ、令和元年度から森林環境譲与税が市

町村へ譲与されることとなり、法令で定められた使途事業を確実に執行する

体制を構築することが必要であることから、新たに基金条例を設置するもの

でございます。

次のページをお開き願います。
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浦臼町森林環境譲与税基金条例でございます。

第１条につきましては、本町における間伐や人材育成、担い手の確保など

森林整備及び促進に必要な事業に財源を充てるため、浦臼町森林環境譲与税

基金を設置するとする設置目的を規定したものでございます。

第２条につきましては、基金に積み立てる額は、国から譲与される森林環

境譲与税の額に基づくものとする積立額について規定したものでございま

す。

第３条につきましては、基金に属する現金は、金融機関への預金その他最

も確実かつ有利な方法によるものとする管理について規定したものでござい

ます。

第４条につきましては、基金の運用から生じる収益及び基金を原資とする

事業によって発生する収益は、一般会計の歳入歳出に計上し、この基金に編

入するものとする運用益金の処理について規定したものでございます。

第５条につきましては、町長は財政上必要があるときには、確実な繰り戻

し方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰りかえて運

用することができるとする繰りかえ運用について規定したものでございま

す。

第６条につきましては、基金は第１条に規定する目的を達成するために必

要な経費の財源に充てる場合に限り、その全部または一部を処理することが

できるとする処分について規定したものでございます。

第７条につきましては、基金の管理に関し必要な事項について、町長が別

に定めるとする委任の規定でございます。

本条例につきましては、公布の日から施行しようとするものでございます。

以上が、議案第２４号 浦臼町森林環境譲与税基金条例の制定についての

内容でございます。よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上

げます。

以上です。

○議 長

これより、質疑を行います。質疑ありませんか。

［「なし」と言う人あり］

○議 長

これをもって、質疑を終わります。

これより、討論を行います。討論ありませんか。

［「なし」と言う人あり］

○議 長

これをもって、討論を終わります。

これより、議案第２４号 浦臼町森林環境譲与税基金条例の制定について

を採決いたします。

本案を原案のとおり決定することに賛成の議員は起立願います。

（賛成者起立）
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○議 長

起立全員です。

したがって、議案第２４号 浦臼町森林環境譲与税基金条例の制定につい

ては原案のとおり可決されました。

◎日程第１２ 議案第２５号

○議 長

日程第１２、議案第２５号 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部

を改正する条例についてを議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

石原課長。

○総務課長（石原正伸君）

議案第２５号 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条

例について。

職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成６年浦臼町条例第１６号）の

一部を次のように改正する。

令和元年６月１８日提出

浦臼町長 斉藤純雄

提案理由につきましては、働き方改革を推進するための関係法律の整備に

関する法律を受け、人事院勧告１５－１４（職員の勤務時間、休日及び休暇）

の一部が改正され、時間外勤務命令を行うことができる上限などを定めるな

どの措置を講じることとされたことを踏まえて、勤務時間等の勤務条件に関

する均衡の原則により所要の措置を講じる必要があるため、本条例の一部を

改正するものでございます。

内容につきましては、新旧対照表によりご説明を申し上げますので、別冊

参考資料の１ページをお開き願います。

第８条２項の次に、正規の勤務時間外の時間における勤務に関し必要な事

項を規則で定める旨の項を加えるものでございます。

また、条例施行規則の一部におきまして、時間外勤務命令の上限時間を定

めておりまして、通常業務においては月４５時間、年３６０時間を上限とし、

他律的業務においては月１００時間未満、年７２０時間と定めるものでござ

います。

議案書にお戻りいただき、附則、この条例は公布の日より施行し、平成３

１年４月１日から適用するものでございます。

以上が、議案第２５号 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改

正する条例についての内容でございます。ご審議いただき、議決賜りますよ

うよろしくお願い申し上げます。

以上です。

○議 長

これより、質疑を行います。質疑ありませんか。
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［「なし」と言う人あり］

○議 長

これをもって、質疑を終わります。

これより、討論を行います。討論ありませんか。

［「なし」と言う人あり］

○議 長

これをもって、討論を終わります。

これより、議案第２５号 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を

改正する条例についてを採決いたします。

本案を原案のとおり決定することに賛成の議員は起立願います。

（賛成者起立）

○議 長

起立全員です。

したがって、議案第２５号 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部

を改正する条例については原案のとおり可決されました。

◎日程第１３ 議案第２６号

○議 長

日程第１３、議案第２６号 北海道市町村総合事務組合規約の変更につい

てを議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

石原課長。

○総務課長（石原正伸君）

議案第２６号 北海道市町村総合事務組合規約の変更について。

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規定により、

北海道市町村総合事務組合規約を次のように変更する。

令和元年６月１８日提出

浦臼町長 斉藤純雄

提案理由につきましては、北空知葬祭組合、日高地区交通災害共済組合及

び池北三町行政事務組合が解散し、当組合から脱退したことに伴い、規約の

一部を変更しようとするものでございます。

内容につきましては、新旧対照表によりご説明申し上げますので、参考資

料２ページをお開き願います。

別表第１、組合を組織する地方公共団体の市町村一部事務組合及び広域連

合の欄、空知総合振興局の方から北空知葬祭組合を削り、同項の３３を３２

に改め、日高振興局の方から、日高地区交通災害共済組合を削り、同項の１

６を１５に改め、十勝総合振興局の方から、池北三町行政事務組合を削り、

同項の２４を２３に改めるものでございます。

別表第２の共通処理する団体の欄、９地方公務員災害補償法第６９条の規

定に基づく非常勤の職員の公務上の災害または通勤による災害による補償に
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関する事務の項から、北空知葬祭組合、日高地区交通災害共済組合及び池北

三町行政事務組合をそれぞれ削除するものでございます。

議案書にお戻りいただき、附則、本規約につきましては、地方自治法第２

８６条第１項の規定によります北海道知事の許可の日から施行するものでご

ざいます。

以上が、議案第２６号 北海道市町村総合事務組合規約の変更についての

内容でございます。ご審議いただき、議決賜りますようよろしくお願い申し

上げます。

○議 長

これより、質疑を行います。質疑ありませんか。

［「なし」と言う人あり］

○議 長

これをもって、質疑を終わります。

これより、討論を行います。討論ありませんか。

［「なし」と言う人あり］

○議 長

これをもって、討論を終わります。

これより、議案第２６号 北海道市町村総合事務組合規約の変更について

を採決いたします。

本案を原案のとおり決定することに賛成の議員は起立願います。

（賛成者起立）

○議 長

起立全員です。

したがって、議案第２６号 北海道市町村総合事務組合規約の変更につい

ては原案のとおり可決されました。

◎日程第１４ 議案第２７号

○議 長

日程第１４、議案第２７号 北海道市町村職員退職手当組合規約の変更に

ついてを議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

石原課長。

○総務課長（石原正伸君）

議案第２７号 北海道市町村職員退職手当組合規約の変更について。

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規定により、

北海道市町村職員退職手当組合規約を次のように変更する。

令和元年６月１８日提出

浦臼町長 斉藤純雄

提案理由につきましては、北空知葬祭組合、日高地区交通災害共済組合及

び池北三町行政事務組合が解散し、当組合から脱退したことに伴い、規約の
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一部を変更するものでございます。

内容につきましては、新旧対照表により説明申し上げますので、別冊参考

資料３ページをお開き願います。

別表（２）一部事務組合及び広域連合の欄、空知管内の項から北空知葬祭

組合を削り、日高管内の項から日高地区交通災害共済組合を削り、十勝管内

の項から池北三町行政事務組合を削るものでございます。

議案書にお戻りいただき、附則、本規約につきましては、地方自治法第２

８６条第１項の規定によります総務大臣の許可の日から施行するものでござ

います。

以上が、議案第２７号 北海道市町村職員退職手当組合規約の変更につい

ての内容でございます。ご審議いただき、議決賜りますようよろしくお願い

申し上げます。

○議 長

これより、質疑を行います。質疑ありませんか。

［「なし」と言う人あり］

○議 長

これをもって、質疑を終わります。

これより、討論を行います。討論ありませんか。

［「なし」と言う人あり］

○議 長

これをもって、討論を終わります。

これより、議案第２７号 北海道市町村職員退職手当組合規約の変更につ

いてを採決いたします。

本案を原案のとおり決定することに賛成の議員は起立願います。

（賛成者起立）

○議 長

起立全員です。

したがって、議案第２７号 北海道市町村職員退職手当組合規約の変更に

ついては原案のとおり可決されました。

◎日程第１５ 議案第２８号

○議 長

日程第１５、議案第２８号 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約

の変更についてを議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

石原課長。

○総務課長（石原正伸君）

議案第２８号 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更につい

て。

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規定により、
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北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約を次のように変更する。

令和元年６月１８日提出

浦臼町長 斉藤純雄

提案理由につきましては、池北三町行政事務組合、日高地区交通災害共済

組合、十勝環境複合事務組合及び北空知葬祭組合が解散し、当組合から脱退

したことに伴い、規約の一部を変更しようとするものでございます。

内容につきましては、新旧対照表によりご説明申し上げますので、別冊参

考資料の４ページをお開き願います。

別表第１から池北三町行政事務組合、日高地区交通災害共済組合、十勝環

境複合事務組合及び北空知葬祭組合をそれぞれ削るものでございます。

議案書にお戻りいただき、附則、本規約につきましては、地方自治法第２

８６条第１項の規定により総務大臣の許可の日から施行するものでございま

す。

以上が、議案第２８号 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変

更についての内容でございます。ご審議いただき、議決賜りますようよろし

くお願い申し上げます。

○議 長

これより、質疑を行います。質疑ありませんか。

［「なし」と言う人あり］

○議 長

これをもって、質疑を終わります。

これより、討論を行います。討論ありませんか。

［「なし」と言う人あり］

○議 長

これをもって、討論を終わります。

これより、議案第２８号 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の

変更についてを採決いたします。

本案を原案のとおり決定することに賛成の議員は起立願います。

（賛成者起立）

○議 長

起立全員です。

したがって、議案第２８号 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約

の変更については原案のとおり可決されました。

◎日程第１６ 議案第２９号

○議 長

日程第１６、議案第２９号 財産の無償貸付についてを議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

石原課長。

○総務課長（石原正伸君）
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議案第２９号 財産の無償貸付について。

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第６号の規定によ

り、次のとおり財産を無償で貸し付けすることについて、議会の議決を求め

る。

令和元年６月１８日提出

浦臼町長 斉藤純雄

最初に、１．財産の内容でございます。種類は土地でございます。所在地

につきましては浦臼町字浦臼内１８２番地９７の一部でございまして、面積

は１，０４４．１２平米でございます。

貸し付けの相手方でございます。住所、滝川市小金町西３丁目２番２号。

会社名は株式会社コスモ生コン。代表者名は代表取締役清水計至氏でござい

ます。

３．貸し付けの期間でございますけれども、貸付契約締結の日から２０年

を超えない期間といたします。

４．貸し付けの目的でございます。町有地に賃貸共同住宅を建設するため、

貸し付けをするものでございます。

以上が、議案第２９号 財産の無償貸付についての内容でございます。ご

審議いただき、議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。

○議 長

これより、質疑を行います。質疑ありませんか。

［「なし」と言う人あり］

○議 長

これをもって、質疑を終わります。

これより、討論を行います。討論ありませんか。

［「なし」と言う人あり］

○議 長

これをもって、討論を終わります。

これより、議案第２９号 財産の無償貸付についてを採決いたします。

本案を原案のとおり決定することに賛成の議員は起立願います。

（賛成者起立）

○議 長

起立全員です。

したがって、議案第２９号 財産の無償貸付については原案のとおり可決

されました。

◎日程第１７ 議案第３０号

○議 長

日程第１７、議案第３０号 浦臼町名誉町民の推薦の同意を求めることに

ついてを議題といたします。

提案理由の説明を求めます。
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斉藤町長。

○町長（斉藤純雄君）

議案第３０号 浦臼町名誉町民の推薦の同意を求めることについて。

次の者を浦臼町名誉町民に推薦したいので、浦臼町名誉町民に関する条例

第３条の規定により同意を求めるものであります。

令和元年６月１８日提出

浦臼町長 斉藤純雄

同意を求める者の住所、□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□。

氏名、山本要。□□□□□□□□□□□□□□□□

経歴等については、お目通しをいただきたいと思います。

以上が、議案第３０号の内容であります。十分ご審議いただき、同意賜り

ますようよろしくお願いいたします。

○議 長

これより、質疑を行います。質疑ありませんか。

［「なし」と言う人あり］

○議 長

これをもって、質疑を終わります。

これより、討論を行います。討論ありませんか。

［「なし」と言う人あり］

○議 長

これをもって、討論を終わります。

これより、議案第３０号 浦臼町名誉町民の推薦の同意を求めることにつ

いてを採決いたします。

本案を原案のとおり同意することに賛成の議員は起立願います。

（賛成者起立）

○議 長

起立全員です。

したがって、議案第３０号 浦臼町名誉町民の推薦の同意を求めることに

ついては同意することに決定されました。

ここで、暫時休憩といたします。

休憩 午後 ３時３１分

再開 午後 ３時３３分

○議 長

休憩を閉じ、会議を再開いたします。

◎日程第１８ 諮問第１号

○議 長

日程第１８、諮問第１号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることに
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ついてを議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

斉藤町長。

○町長（斉藤純雄君）

諮問第１号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて。

人権擁護委員に次の者を推薦したいので、人権擁護委員法第６条第３項に

より、議会の意見を求めるものであります。

令和元年６月１８日提出

浦臼町長 斉藤純雄

意見を求める者の住所、□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□。氏

名、竹内富美代。□□□□□□□□□□□□□□□。推薦理由、任期満了に

によるものでございます。

以上が、諮問第１号の内容でございます。十分ご審議いただき、議決賜り

ますようよろしくお願いいたします。

○議 長

これより、質疑を行います。質疑ありませんか。

［「なし」と言う人あり］

○議 長

これをもって、質疑を終わります。

お諮りします。

諮問第１号については、お手元に配付の意見のとおり答申したいと思いま

す。

ご異議ございませんか。

［「異議なし」と言う人あり］

○議 長

異議なしと認めます。

したがって、諮問第１号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることに

ついてはお手元に配付の意見のとおり答申することに決定しました。

◎日程第１９ 所管事務調査

○議 長

日程第１９ 所管事務調査についてを議題といたします。

総務産業常任委員長から、閉会中の事務調査について、会議規則第７３条

の規定により申し出があります。

お諮りします。

常任委員長からの申し出のとおり、閉会中の調査に付することにご異議ご

ざいませんか。

［「異議なし」と言う人あり］

○議 長

異議なしと認めます。
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したがって、総務産業常任長からの申し出のとおり、閉会中の調査に付す

ることに決定いたしました。

◎日程第２０ 議員の派遣について

○議 長

日程第２０、議員の派遣についてを議題といたします。

派遣内容については、お手元に配付のとおりですが、これらを派遣したい

と思います。

ご異議ございませんか。

［「異議なし」と言う人あり］

○議 長

異議なしと認めます。

したがって、派遣することに決定いたしました。

◎閉会の宣告

○議 長

これをもって、本議会に付議された案件の審議は全部終了いたしました。

したがって、令和元年第２回浦臼町議会定例会を閉会いたします。

大変ご苦労さまでした。

閉会 午後 ３時３５分


